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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

午前１０時００分 開議 

～開 会 宣 告～ 

○議長（齋藤則男君） 議員各位におかれましては、ご多用のところご参集をいただ

き、ここに９日目の議事が開会できますこと、心から厚く御礼を申し上げます。 

 本日傍聴に来庁されました皆様には、傍聴心得を熟読され、ご協力いただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員は１７名で定足数に達しております。これより本日の会議

を開きます。 

 議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付してあり

ますので、よろしくご協力お願い申し上げます。 

 それでは、議事に入ります。 

～日程第１ 一般質問～ 

○議長（齋藤則男君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を続行します。 

 １０番、樂間君の質問を許します。 

 １０番、樂間君。 

○１０番（樂間 薫君） 皆さん、おはようございます。２日目の１番ということで

大変緊張してるんですけれども、よろしくお願いします。 

 今回、私は、通告どおり２件の質問をさせていただきますので、よろしくお願

いします。 

 まず、１件目ですが、先月、１１月２日午前３時半ごろに永平寺町を出発し、

６日の早朝に帰国という日程で、永平寺町訪中団一行は中国江蘇省の張家港市を

訪問いたしました。 

 ご存じと思いますが、日中国交正常化４５周年目の本年、私たちの永平寺町は

張家港市と友好交流都市を締結して２０周年目に当たります。張家港市のほうか

ら河合町長と齋藤議長宛てに招聘状が届き、それを機に、我々日中友好協会で一

般募集をさせていただき、参加総数２５名というたくさんの参加者をいただき、

訪中団を組み訪中させていただきました。参加者の中には鈴木県会議員や宮崎教

育長、ほかに議会からも小畑副議長や江守総務産業建設常任委員長を初め６名の

参加をいただいて訪問いたしました。今回、我が町の町長が式典に参加というこ

とで、張家港市の歓迎ぶりはすごいものでした。 

 そこで、河合町長には初めての訪中ということで参加いただきましたが、今回
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のもろもろについて感じられたこと等を一言お願いしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今回の訪中、友好交流２０周年記念式典への出席と張家港市

の中学校の訪問をさせていただきまして、大変有意義な訪問だったと思っており

ます。 

 まず、一番最初に感じましたのが、２７年前、町民レベルでの交流から始まっ

て、そして毎年、数度と中友好協会が主体となりまして張家港市とのきずなを深

めていただいていたというのが実感をしました。私、訪問しまして本当に９０万

の人口を抱える都市、また本当に進んでいるといいますか、教育の面でも工業の

面、そういった進んでいる面もありまして、学ぶところもたくさんあるなという

のが実感です。 

 やはりこれからもそういった人と人との交流、また町と人の交流、こういった

ものを大切にしていきたいというふうに感じております。 

○議長（齋藤則男君） 樂間君。 

○１０番（樂間 薫君） ありがとうございました。 

 それと、もう一つ、この後、張家港市とのおつき合いを永平寺町としてはどの

ようにさせていただこうという町長の思いを一言お願いします。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 学校に訪問しましたところ、ぜひ永平寺町の中学校と友好交

流をその中学校が結びたいというお話もいただきました。これから、ちょっと次

の質問になるかもしれませんが、友好を結ばせていただきまして、そういった今

議会からも提案いただいております海外派遣事業というのもあります。それを一

度、こういった交流事業とあわせてもう一度考え直していきたいなというふうに

思っております。 

 そして、その中学校、本当に先進的な教育をされていまして驚いたんですが、

日本語講座といいますか、日本語を勉強するクラブにもその中国の生徒さんが殺

到して大人気、また会話も英語で会話を、また私たちにも英語で会話をしてくれ

るという、そういったのがありまして。昨年は張家港市の中学生が永平寺町に訪

れていただきまして、永平寺中学校の皆さんと交流も持っていただきました。こ

ういった交流がさらに深くなっていきまして、今、２０周年を迎えましたが、３

０年、４０年、次の世代にもぜひ引き継いでいってほしいなというふうに思って

おります。 
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 町としましても、またいろいろな視察の受け入れであったり、日中友好の皆さ

んを支援したり、そういったことで深めていきたいというふうに思っております。 

○議長（齋藤則男君） 樂間君。 

○１０番（樂間 薫君） ありがとうございます。 

 今も町長のほうからお話ありましたが、昨年、張家港市の中学生が今回、永平

寺中学を拠点にいろんな活動、こちらに来て活動をしていただき交流も深めてい

ただいたということで、聞くところによると、子どもさん同士のつき合いは英語

でなされていたということをお聞きし、先ほど町長の話もありましたけれども、

海外派遣、私のほうからは張家港市との交流をもっともっと若い人たちができた

らなということを思っておりますので、できればそっちのほうにシフトいただけ

るとありがたいかなと思います。 

 それから、もう一つの提案ですけれども、私たちの町には福井大学医学部や県

立大学もありますが、本町としてどうのこうのは言えないんかもしれませんけれ

ども、学生さん同士の交流ができたらなということを思いますけれども、いかが

でしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 県立大学、福井大学さん、それぞれいろいろな都市と、また

いろいろな海外の大学と提携を結ばれてると思います。ここの部分は、やはりそ

の各大学さんのお考えが第一かなとも思います。 

 ただ、今、県立大学の留学生の皆さんとか大学の皆さん、また永平寺町で働い

ている海外の方、そういった民間の皆さん、日中友好の皆さんもいろいろ交流を

していただいております。そういった中で、例えば張家港市の皆さんがこの永平

寺町に来られたときに、そういった方々と一緒に何か交流事業ができないかとか

そういったことは考えていきたいというふうに思います。 

○議長（齋藤則男君） 樂間君。 

○１０番（樂間 薫君） ありがとうございます。 

 ぜひとも大学のそういう交流なんかもしていただけると、交流人口がだんだん

ふえていって、町のためにもいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願

いします。 

 それから、もう一つお願いですけれども、ここまで本当に２０年間おつき合い

させていただけたのも、最初に青年諸君が訪中、張家港市に行かれてからの始ま

りですけれども、ここまで長い間おつき合いできたのも、やはりそこから始まっ
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たからだと思うんですけれども、そこまで続けられるのも、やっぱり最初に井戸

を掘っていただいた財政課長とかいろんな若い人たちが訪問されてからだと思い

ますので、今、中国との関係、我々は、ほとんど財政課長にお願いしていろんな

ことをやってもらっているおかげでここまで続いてきたと思うんですけれども、

財政課長ももうお年でもありますから、後継者をぜひとも役場の職員の方で育て

ていただけないかなということを思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 所管は総務課になると思います。この後継者というのはなか

なか、今までの交流をもとにというのがあると思います。これはまた山口財政課

長といいますか、が行政の職員としてではなしに、この井戸を掘った人として、

町民の皆さんまたは職員の中、そういった中から人材を発掘していただければい

いなというふうに強く思っております。 

○議長（齋藤則男君） 樂間君。 

○１０番（樂間 薫君） ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いします。 

 もう一つ、提案ですけれども、これ前にもお願いしたかと思いますけれども、

えい坊館の中に、やはりせっかく永平寺町としては一つだけの友好交流都市です

から、張家港市を紹介するコーナーをぜひとも設けていただけたらありがたいと

思うんですけれども、これは提案としてお聞きいただければと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 それでは、２件目の質問をさせていただきます。 

 これも昨年、一昨年ですか、９月の定例会、また昨年の１２月の定例会で連続

して質問させていただいておりますけれども、えちぜん鉄道志比堺駅のあの階段、

本当に危険だと思いますし、私もこの間もちょっと行ってきたんですけれども、

上るときはまあいいんですけれども、おりるときには、私のように足腰が弱って

くると本当に怖さを感じるんですよね。 

 何とか早く解決したいと思いますが、今はどこまで、地元の方とか地権者との

話し合いがどこまで進んでおられるのかお聞きします。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（小林良一君） お答えさせていただきます。 

 まず、志比堺駅の階段でございますが、高低差が約七、八メーターございます。

そして階段の幅が全幅２メーター４０ございまして、階段上りおりの有効幅員が

約２メーターございます。それとステップ幅、これが約３０センチありまして、
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その１段ごとの差が約１６センチということで、階段が４７段ございます。そう

した中で大変傾斜が急ということで、これまたえちぜん鉄道が階段の中央に手す

りを設置などして安全対策には取り組んでまいりました。 

 それと、この階段でございますが、この階段につきましてはえちぜん鉄道の所

有地ということで、維持管理、また安全管理についてもえちぜん鉄道がこれまで

も行ってまいりました。 

 こうした中で、昨年、その一昨年もご質問された中で、少しでも緩やかにでき

ないかということでえちぜん鉄道にお話をさせていただきまして、実は傾斜が緩

い階段、スロープということで、計画の中でこの工事費、これが約２，０００万

ほどかかるということと、そのほか用地の地権者がお二方ですかね、係れている

ということでそういった方がございます。 

 それと志比堺駅でございますが、町内１１駅ございますが、利用者数が９番目

ということで、利用者は平成２８年度につきましては１万４，２０３人というこ

とで、他の駅に比べると利用者が少ないことも１点あります。 

 それと、現在のえちぜん鉄道、安全、安心で乗客を運ぶために、鉄道施設の老

朽化に伴う改修を重点的に進めているということで、この駅周辺の整備につきま

しては、この点で一応、大変ちょっと難しいということでえちぜん鉄道の話の中

ではちょっと聞いております。 

 ということで、町としても大変危険というのは大変わかっておりますので、今

後もえちぜん鉄道と協議して、少しでもいい方面で進めていけたらと思っており

ますので、今後引き続き取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 樂間君。 

○１０番（樂間 薫君） ありがとうございます。 

 乗降客が少ないというのも、それはやっぱり危険ということもありますし、あ

そこへ上がっていくのって大変なこともありますので、それを解決することでま

た乗降客がふえるんじゃないかなと思います。 

 もう一つ、昨年でしたか、ことしですか、総合政策課が福井大学と、あとタイ

の学生さん、女子学生さんですかね、来られて、その後、商工会でいろんな発表

があったんですけれども、そのときにたまたま私も行かせていただいてお話聞い

てたら、タイの学生さんが志比堺駅から見る鳴鹿堰堤のほうがすばらしいという

ことも言っておられました。志比堺駅は手繰ヶ城山古墳にも本当に近いですし、
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いろんなことでアピールしていくともっともっと乗降客がふえるんじゃないかな

と思います。 

 それに、そのこともありますけれども、私が一番心配してるのは、やっぱり雪

が降ってあそこの乗降客に事故が起きてからでは本当に遅いんで、何とか早く解

決していただける方法がないかなと思います。あの階段に、例えば屋根をつけて

いただけるだけでもふえるんじゃないかなということを思いますので、これ全く

私の要望ですけれども、要望としてその件を解決早くしていただけたらなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） もうおっしゃるとおりで、乗客数の数もあれなんですが、や

はりその安全面というのも大事です。今、管理、所有がえちぜん鉄道になってお

りまして、町としましてもしっかりとここの危険対策を要望していきますし、ま

た、要望してえちぜん鉄道にやってもらうのではなしに、また町の負担であった

りそういったこともしっかり協議とあわせてえちぜん鉄道に強く要望していきた

いと思っておりますので、またご理解よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 樂間君。 

○１０番（樂間 薫君） ありがとうございました。 

 私のほうからの質問、これで終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 次に、１１番、川崎君の質問を許します。 

 １１番、川崎君。 

○１１番（川崎直文君） １１番、川崎直文です。 

 今回、一般質問の通告２つ行っております。よろしくお願いいたします。 

 まず、最初の質問事項ですけれども、都市計画マスタープランの見直しという

ことについて確認させていただきます。 

 この永平寺町都市計画マスタープランは、平成２２年の３月に策定、公表され

ています。この見直しということで進めていきます。 

 まず、このマスタープランの中にありますまちづくりの基本戦略、これ２つあ

りますけれども、この戦略の展開、どのような状況であるのかということと、そ

の大事な２つの戦略ですけれども、今後どう展開していくのか、見直しかけるの

かということも含めてお答えいただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 
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○建設課長（多田和憲君） まちづくりの基本戦略ですけれども、おっしゃるように、

「心でもてなす交流都市づくり」と「暮らし続けられる安心定住環境づくり」と

いう２つの戦略のもと総合的にまちづくり施策を実施するものとしており、各課

それぞれさまざまな施策を展開しているところでございます。 

 建設課の所管では、特定用途制限地域の導入、また松岡公園の再整備、あと通

学路の安全確保などなどに取り組んでおるところです。 

 見直しにつきましてですけれども、これはマスタープラン全体的な話になりま

すけれども、現在のマスタープランは、人口、産業の現状分析から課題を抽出し

まして将来都市像を設定し、幅広くまちづくり全般の施策を記載しております。

しかし、その後、平成２７年にまち・ひと・しごと創生総合戦略、ことし３月に

は最上位計画である第二次総合振興計画、あと９月には地域未来投資促進法に基

づく基本計画といった町政全般にわたる計画が次々と策定されております。これ

らの策定の段階におきましてもマスタープランよりも新しいデータで現状分析を

行っておりまして、また施策の内容もマスタープランと非常に重複している部分

が多く、同じような施策が複数の計画に記載されているというような状態になっ

ております。 

 それで、このようなことから、次回のマスタープランでは、本来の都市計画の

範疇を超えた部分は振興計画等に委ねまして、土地利用、都市施設といった本来

の都市計画の内容に限定したものにとどめるべきというふうに考えております。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 見直しの、何か結論のところを先におっしゃったんですけ

れども、この戦略の中身を、現状どんなふうに展開されているのかということの

質問なので、基本戦略「心でもてなす交流都市づくり」と、それから２つ目が「暮

らし続けられる安心定住環境づくり」と、この２つの基本戦略が２２年からスタ

ートして、ほぼ順調に進んでいるのか。 

 また、先ほどのお話にありましたように、各課にまたがる施策がここに出てい

るわけですね。通常、この計画の進捗状況という確認だと、この施策で、いろん

な施策があるんですけれども、この部分ができてないよ、この部分がどうも見直

しをかけなきゃいけないんじゃないかという、そこのところを少し確認させてい

ただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 実にこの基本戦略の中には多種多様なものがございます。
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それで現在進行中であります門前の開発もありますし、レンゲ米づくり、あと屋

外広告の誘導、多種多様な分野にまたがって、それぞれ政策的には、何といいま

すか、各課に委ねておるところではございます。 

 当然まだ、例えば石上パーキングエリアの整備でありますとかその辺も、今現

状ではできようもないものも含まれておりますし、また観光ベロタクシーと書い

てありますこれ、何といいますかね、自転車を利用した観光地めぐりに利用する

といった、そういう内容だったんですけれども、現在ではちょっと方向転換しま

して、自動走行によって観光地をめぐるというようなふうにシフトチェンジ的な

ことも入っております。 

 それで、現在、これ各項目ごとに「まだです」とか「終わりました」とかと言

うのもあれですけれども、行財政改革の実施計画等でも進捗確認、それぞれの施

策を確認しておるところですし、事務事業評価などでも各課どのような施策を展

開しておるとか問題点とかさまざま上がっておりますので、それをもって進捗の

確認をしているというような状況であるというふうに認識しております。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 今何点かおっしゃった、石上パーキングエリアというのは

かなりここに明確に出ているわけですけれども、現在できておりませんし、今後

の方向づけもなかなか厳しいんじゃないかと。そういったところをしっかりと、

見直しをかける前に一度棚卸しして、どうなったのかというところで進めていた

だきたいと思います。 

 次に、基本戦略がありまして、先導プロジェクトという設定がされております。

この先導プロジェクトの取り組みをされたわけですけれども、どういった状況な

のか、ずばり、もうこれで終わったのかどうかというところも含めて確認したい

と思います。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 先導プロジェクトですけれども、これは永平寺口駅周辺

をモデル地区といたしまして、公共交通、環境、コミュニティであるとか、まち

づくりの７つの要素を複合的に盛り込んだ取り組みを地域住民とともに実施する

ことによりまして暮らしの拠点確立を目指すもので、これまでに町のほうとして

は、駅の再整備でありますとかアクセス道路の整備、レンガ館改修などを行いま

して、地元の東古市区の方々にも旧駅舎の活用でありますとか、あとえち鉄の５

２１プロジェクト、あとイルミネーションでありますとか、地域活性化につなが
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る取り組みを積極的に行っていただいております。 

 プロジェクトが完了したかといいますと、ここに書いてある施策全てが完了し

たものというふうには思っておりません。これからも継続した取り組みが必要、

可能なものはやっていく必要があるというふうに考えております。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） この永平寺口のいろんな分野、先ほど言われた７つの分野

を横断的に捉えてプロジェクトを進めていくということで、まだ完了をしてない

ということですけれども、この先導プロジェクトの一番大事なところを少し確認

したいと思います。 

 いろんな分野を横断的に取り組んでやっていくという試み、そしてこのプロジ

ェクトで培われたまちづくりのノウハウ、これをしっかりと行政も、それから取

り組んだ地域の人たちもノウハウをしっかりと確立して、それをほかの地区のま

ちづくりに展開していくという意味での先導プロジェクトということなんです。

まだ完了をしてないということですけれども、ここら辺のノウハウという、非常

に見える姿では捉えにくい面もあるかもわかりませんけれども、今回のこの先導

プロジェクトを実行して、どんなふうなまちづくり、いろんな視点があると思い

ます。今つかんでおられる、その押えどころ、ノウハウといったものがあれば、

ちょっと紹介していただきたいなと思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 先導プロジェクト、東古市の皆さん活発にやっていただきま

して、その結果といいますか、今、民間のレストランも東古市駅前でオープンし

まして、その皆さんの活動が徐々に民間にまで伝わってにぎわいを取り戻しつつ

あるなというふうに感じております。 

 この前も映画の撮影があったり、また自動運転の、この前、秋浪漫等やったり

したときも、東古市の皆さん積極的に参加をいただきまして、どちらかといいま

すと、これもしたい、あれもしたいという、そういった提案も今いただいており

ます。 

 そしてこの先導プロジェクト、わがまち夢プランとも連動しているところがあ

ると思いまして、今、例えば花谷地区では城山の整備、また子どもたちを呼んで

城山の説明をしたり、ことしは燈籠ながしのときにＬＥＤで「Ｚ」という文字を

浮かばせていただきました。また、栃原地区では盆踊りのときに、地区の方たち

だけではなしに周りの、帰省した若い人、また外国人の先生、そういった方々を
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招いて音楽会を開催したり、その地域の皆さんがそれぞれその地域の特性に合っ

た地域づくりといいますか、盛り上げといいますか、そういったのが徐々に広が

ってきているなというふうにも思っております。 

 これにつきましては、最初、わがまち夢プラン、地域、また各団体でなかなか

ちょっと使いにくいというのもありまして、より広めるために使いやすくしてい

った、そういった経緯もありまして、今、年々年々、このわがまち夢プランを使

って地域の活性化に利用していただいていることは本当にありがたいなと思って

おります。 

 ただ、このわがまち夢プランも３年間で独自でできるようなことをお願いして

おりますので、その後の継続も今していただけるようなことを期待もしておりま

す。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） まさにこの７つの分野ということで、今紹介いただきまし

た協働で行っていく、それから一つ、そのコミュニティといったような切り口、

どんどん展開されてるということです。これからも、よりこの先導プロジェクト

で培ったノウハウを展開していっていただきたいなと思います。 

 このマスタープランの中に、次に、住民主体のまちづくりの推進というのが取

り上げられております。住民主体のまちづくりの推進、これ前回の一般質問でも

取り上げましたけれども、この都市計画マスタープランの住民主体のまちづくり

の推進という切り口からどういった状況であるかということをお答えいただきた

いと思います。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 住民主体のまちづくりの考え方ですけれども、行政ニー

ズが多様化、高度化している中、行政が全てのニーズに応えていくというのは困

難であり、今後、住民と行政が協力してまちづくりを進めるという必要があり、

そのために行政は住民主体のまちづくりを促進、支援する仕組みの構築に取り組

むことというふうになっております。 

 取り組みは計画の中で、意識を高める段階、実践の段階、発展の段階と３つの

ステップで整理しております。これまでは、先ほども出ているわがまち夢プラン

などの補助制度による活動支援と、未来会議に代表されます住民参画機会の拡充、

あと表彰の日を新たに始めたということで、これも一つの活動支援、促進になっ

ているかと思います。意識を高める段階の取り組みとしましては、今申したよう
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なそのような取り組みを進めてきておるといったところであります。 

 現在ですけれども、地区ごとの組織づくりというような記載ありますけれども、

地区のまちづくりを担う自立的な組織の設立や協働の仕組み創設といいます実践

の段階のほうに今入っているところであるというふうに認識しております。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 意識を高める、また実践、いろいろあるわけなんですが、間

違いなく住民の皆さんの意識は高まってきているというふうに感じております。

防災につきましてもいろいろな提案もいただいておりますし、また区長会の中か

らでも、今まで要望がメーンだったんですが、昨年ご提案いただきましたのが、

町有地の草刈りを自分たちにやらせてくれないか、そして社会奉仕の日に草を刈

ることによってまた区の運営に充てていきたいとか、そういったご提案もいただ

いてきております。また、関係各種団体におきましても積極的に紙芝居をつくっ

ていただいたり、みんなが健康で長寿のために呼びかけをしていただいて、いろ

いろな企画をしていただいている団体もございます。 

 そうしたことで、なかなか最初は、どちらかというと行政主体が主だったとこ

ろが、住民の皆さんが、徐々ではありますが、そういった積極的な提案、またそ

れに伴う行動、こういったことが見られてきているというのは今本当に実感して

いるところであります。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 今お話しいただいたように、まちづくりを促進するその支

援の制度、行政サイドにおいて、わがまち夢プラン、そして未来会議、また個別

の地区における支援といったようなこと、実践の段階に入っているということで

確認いたしました。 

 次に、この全体の取り組みを行っていくプログラム、まちづくりのプログラム

というのが設定されております。先ほどお話しされたこのプログラム、どんな切

り口で設定されているのかといいますと、土地利用ということでっどのような展

開をするのかと。２つ目が都市の施設、土地があって施設がある、この都市施設

ということで今後その中長期どうするのかというプログラムですね。それから３

つ目が住民主体のまちづくり、これを長期にわたって、いつ、どのようにしてい

くのかというプログラムがしっかりとこのマスタープランの中に設定されており

ます。 

 住民主体のまちづくりというところに絞り込んで少し確認をしたいと思いま
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す。 

 このプログラムの中に、小学校区単位で住民主体で自治と振興に取り組む協働

の仕組みづくりということが出ております。主体的なまちづくり組織の設立の促

進ということです。これも前回一般質問で取り上げました、まさにそのまちづく

り組織をつくっていくということです。 

 このプログラムの中のいつごろかというところを確認しますと、これ平成２２

年にできたんですけれども、このプログラムの中で大体その設立という時期が平

成２９年の９月ごろというところが読み取りできるわけです。この点についてど

のような状況であるかということを、この都市計画マスタープランの切り口から

お答えいただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 今のまちづくりプログラムの短期、中期、長期というふ

うに３段階に区切っているわけですけれども、今おっしゃいましたまちづくり組

織の設立促進、あとその組織同士の連携促進ということにつきましては、私、こ

れは中期のおおむね１０年をめどとしたものというふうに認識しております。 

 したがいまして、平成２２年に策定ということですので、おおむね１０年後と

いうことで平成３２年が目標であるというふうに考えております。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） ちょっと時系列の捉え方が違うんですけれども。短期、中

期、長期ということで、短期いうのが大体５年ということなんですね。中期いう

のが、さらにその短期の５年を上乗せして１５年という捉え方をするのか、最初

のスタートからの１０年なのかというところがあろうかと思うんですけれども、

今建設課長が言われましたのは大体１５年スパンというのが中期という捉え方で

お答えになったかと思うんですけれども、そこら辺、今ごろこのプログラムの中

身の話をしてるのはちょっと妙なんですけれども、もう一度確認しておきます。

これはむしろ総合政策課長なのかな。この時系列の捉え方ですね。どうぞお願い

します。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） これ短期はおおむね５年程度で、中期はおおむね１０年

程度、中期の終わりが１０年というふうに私認識しております。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） ちょっと明確にはならないですけど、また後ほど確認させ
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てもらいます。 

 マスタープランの見直しということで３つ出てるんですよね。この都市計画マ

スタープランの見直しは一体どういうときに行うのかということです。経時変化

に応じた見直しというのが１つですね。経年変化ですね。年がどんどん経過する

と、周りの環境、このマスタープランを取り巻く環境がどんどん変わってくると

いうことが１つです。それから２つ目が上位計画が変更されたときに見直しかけ

ますよというのが２つ目ですね。３つ目が地区住民主体のまちづくりと連動した

地区別まちづくり構想の見直しと、この３つがあります。 

 最初のお話の中で見直しかけるということでしたんですけれども、この３つの

いずれが優先的に判断されて見直しをかけるというご理解をされてるのかお話し

ください。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 今ほど申されました３つの見直し要件といいますか、の

うち、まず経年変化に応じたということで、策定からおおむね１０年がたって社

会情勢が大きく変化しているということがまず１つと、次、２番目の上位計画等

の変更に伴う見直しということで、先ほど申しました総合振興計画でありますと

か、まち・ひと・しごとでありますとか、地域未来でありますとかこのようなも

の、重点的にはこの２つが大きな周辺状況の変化ということで見直しが必要とい

うふうに考えております。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 今おっしゃるように、はっきりと見えるのは、ことしの３

月ですか、第二次総合振興計画、これが見直しかかってますから、これに応じて

見直しをかけていくということになるんじゃないかなと思います。 

 見直しされるということなんですけれども、やはり何回かおっしゃってるよう

に、永平寺町の人口ビジョン、これが平成２７年に出されてます。それからまち・

ひと・しごと創生総合戦略、こういったビジョンと、それから戦略、これとの整

合性をとらなきゃいけないということで進めていっていただきたいなと思いま

す。 

 次に、この都市計画マスタープラン、町全体のプランもあるんですけれども、

一つ大事なのは、地区別まちづくり構想というのが、小学校区７地区で非常に立

派なものが、地区別のその構想ができ上がっております。これについてどう捉え

ているのかと。 
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 まず、２２年につくり上げた地区別のまちづくり構想というものを見ていただ

いて、随分条件も変わってきたな、環境も変わってきたな、見直しをかける必要

性があるのかなといったところ、どういう見解でどういうお考えかということを

お聞かせください。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） おっしゃるように、今、各地区ごとの状況ですけれども、

この策定当時とはかなり状況が変わっているところもありますし、なかなかこの

内容から進展してないというふうに思われる部分もございます。 

 ただ、先ほど最初のご質問のときの答弁にも含ませていただきましたけれども、

現在のこの地区別の構想ですけれども、例えば釣り客との交流でありますとか、

林道での不法投棄問題でありますとか、ちょっと内容が広範囲になり過ぎており

ます。今回、見直しの際でも、地区ごとのそれぞれの課題なり土地利用なりの目

標といいますかね、そういう方針は必要とは思っておりますけれども、これほど

広範囲に及ぶ内容での見直しというふうにはちょっと予定しておりません。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 今のお話は見直しをかけないということですか。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 見直しは必要ですけれども、このような広範囲の形での

見直しというのは考えていないという意味でございます。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 見直しの程度の話を言っておられるんですけれども、都市

計画マスタープランを見直しかける、したがって各地区別のまちづくり構想も見

直しをかけるんですよね。それが広範囲なのか部分的なのか、それはちょっと次

の内容で、とにかくプラン全体も見直しかけます、その中の地区別まちづくり構

想も見直しをかけるということでよろしいですね。はい。 

 それでは、これ全体の見直しと、今まさにその地区別まちづくり構想も見直し

かけるということですけれども、いつごろ見直しをかけるのか、いつから着手す

るのか。そして計画ですから単年度で見直しを終了すると、いつごろにやるのか

というところをお答えください。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 見直しに関しましては、来年度からの着手ということで

予算計上を今しておるところでございます。 
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 計画期間ですけれども、期間といいますか作業期間は２カ年を見ております。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） ３０年に着手して、３１年の完成ということでよろしいで

すね。 

 この見直しを誰がどのようにやるのかということをちょっと確認します。 

 まず、部分的いうか、地区別まちづくり構想、これは誰がこのまちづくり構想

を、地区別ですよ。これ誰がやるのかというところをお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 現行のマスタープランでは、地域別まちづくり懇談会と

いうものを７地区で立ち上げていただきまして、その中で意見を集めたというふ

うに、そういう作業でございました。 

 今回ですけれども、今、地区振興会がもう設立されておりますので、そういう

地区に関しましては振興会中心で意見をいただく場をつくりたいなというふうに

思っております。また、地区振興会がまだ設立されてない地区につきましては、

今のところは、区長さん方とかＰＴＡとかの役員さんであるとかそういった代表

の方に出てきていただいて意見をいろいろいただこうかなというふうに考えてお

ります。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 大事なところなんですけれども、まちづくりの構想を見直

しかける地区振興連絡協議会が既にあるところはそこが中心になってやってい

く。これはそのとおりだと思います。 

 地区振興連絡協議会、まちづくり組織がないところはという、ここのところで

すよね。ぜひとも、この大事なまちづくり、地区別のまちづくり構想は、やはり

地区のまちづくり組織をしっかりと立ち上げて、それが地区振興連絡協議会にな

ると思うんですけれども、むしろこの都市計画マスタープラン、地区別まちづく

り構想を見直しかける、そのためにしっかりとこのまちづくり組織、振興連絡協

議会を前倒しして立ち上げて、そしてつくり上げていくという方向で取り組んで

いただきたいと思うんですけれども、この点についてはどうでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 来年度、見直しを建設課でも予定しております。 

 今おっしゃられたとおり、振興会がない地域につきましては、本当にいい提案

いただいたと思っております。そこに参画していただいた、ここの振興会に参加
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していただいた方が中心になって、振興会の設立に向けて合わせて動いていただ

くとか、何かこれを一つの起爆剤といいますかそういったことになればいいかな

と、今、川崎議員のご提案で思いましたので、またこれ建設課だけではなしに、

ほかの課の皆さんと、どういった方に振興会に入っていただいて、これができ上

がった後、じゃ、その振興会の皆さんがどういうふうに振興会につなげていける

かということを一つまた考えてやっていきたいと思いますので。 

 本当にいい提案ありがとうございます。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 前回の一般質問で、その地区振興連絡協議会、３２年度の

７地区全て完了ということですけれども、ぜひともこのまちづくり構想が一つの

引き金となって、前倒しして実のある組織ができ上がるということで進めていた

だきたいと思います。 

 それでは、２つ目の質問に……。 

○議長（齋藤則男君） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時５７分 休憩） 

────────────── 

（午前１１時０５分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開します。 

 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） それでは、２つ目の質問に移ります。 

 地域資源を活用の創生総合戦略はということです。 

 平成２７年の１０月に永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略、これが策定

されております。この中で、２つの地域資源を利用した、活用した施策が出てお

ります。それについて確認をさせていただきます。 

 １つは、基本目標であります「永平寺町の地域資源を活用した安定雇用を創出

する」という目標のもとに、農業の多様化、販路開拓と農業体験型観光の推進と

いうのがあります。２つ目は、「永平寺町への新しい人の流れをつくる」という

目標のもとに、ほどほど田舎移住体験事業の実施というのがあります。 

 この２つについて、まずどういった内容の事業なのかということ、それから、

この戦略にはＫＰＩ、そして目標、それから主管部門というのが設定されており

ます。このことについて確認したいと思いますお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 
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○農林課長（野﨑俊也君） まず、農業の多様化、それから販路開拓と農業体験型観

光の推進につきましては、これ農林課が所管になりますので私のほうからご答弁

いたします。 

 まず、基本施策の内容でございますが、農に関する地域資源としましては、地

域ならではの食や農産物、その食を育む自然環境などがありますが、これを生か

して新たな商品開発や農産物を生産する過程そのものを活用した体験観光により

まして、人の交流と農業集落の活性化を促進するというような内容でございます。 

 それからＫＰＩにつきましては、農業体験型観光参加者数ということで、目標

数値が平成３１年度までに２５０人というふうにしております。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 続きまして、ほどほど田舎移住体験事業につきまし

て、所管であります総合政策課のほうからご回答させていただきます。 

 事業の内容としましては、豊かな自然という地域資源と、北陸自動車道と中部

縦貫自動車道の結節点という交通の要衝という地域特性を生かした、遠方から本

町へ移住を希望される方にとって試験的に短期間の生活を体験するというような

事業内容になっております。 

 ＫＰＩにつきましては、移住体験事業参加者としまして目標値は平成３１年度

に年間３０人という目標を設定しておりまして、総合戦略策定委員会において、

事業実施に向け、居住空間等を含めた環境整備、情報提供を行いながら、平成３

１年度に体験事業を実施して目標を達成するという計画に基づいて進めていると

ころでございます。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 事業の内容、そしてゴールはわかりました。 

 この２つの施策の、２７年からスタートをかけてるわけですから、２８年度の

計画、もう実績も出てると思いますので、そのことについてご説明ください。 

 特に農林課の農業体験型観光の推進ということで、これは平成２８年度は里山

里海湖ビジネス推進事業として計画されていたと思うんですけれども、この点に

ついても実績はどうであったのか、そして今後どうするのかということを具体的

にお答えいただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（野﨑俊也君） ２８年度の計画と実績、それから課題をということでご
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ざいますが、まず１年目ということもございまして、今回、県内１７市町と県の

観光連盟とその関係機関で組織しますふくい里山里海湖ビジネス協議会というの

がございまして、この中の活動の中には幾つかメニューがございます。誘客活動

支援というものがございまして、これを活用しているわけなんですが、実際、こ

の協議会、５ブロックに分かれておりまして、本町の場合は福井ブロックに所属

するわけなんですが、各市町の特産品、それから農業体験、それから観光名所等、

こういった地域資源を出し合ってツアーに組み込むというものでございます。 

 ２８年度の実績としましては、永平寺町、福井市を周遊するモニターツアーと

いうことで４名の参加をいただいております。本町におきましては、みそづくり

の体験、それから酒蔵での日本酒の試飲、それから町内の宿泊施設において１泊

していただいて、夕食にサクラマスを提供したというものでございます。 

 課題としましては、町内における体験プログラムがなかなか整備されてないと

いうことが挙げられます。それから、農業体験の指導者の確保につきましてもあ

わせてやっていく必要があるなというふうに感じております。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） ２８年度の計画ですけれども、この当該事業の核と

なります受け入れ体制ということで、受け入れ体制の整備ということで居住環境

整備を計画というようなことで計画をしておりました。 

 実績としまして、地方創生加速化交付金を活用しました禅の里笑来を整備した

ということでございます。商工会ものづくり部会を中心に、手づくりで１棟貸し

切りの宿泊施設を空き家の利活用という面で整備したことにより、事業実施に向

けて前進しているというふうに考えております。 

 また、その２８年度の実績を踏まえまして、課題としましては、具体的な事業

実施に向けた移住希望者のニーズの把握というか、そういったものが今後の課題

だというふうに捉えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 里山里海湖ビジネス推進ということで、これも県との連携

の事業だと思います。より積極的に、町内にそれを受け入れる農園ですか、そう

いったものも見える姿として取り組んでいっていただきたいなと思います。 

 それから、もう一つのほどほど田舎体験ですか、これはその施設は、禅の里笑
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来がそれに該当するということでよろしいんでしょうか。それとも、さらに空き

家、特に農家の空き家を設定して、さらに拡大してそういった移住を促進してい

くというような取り組みになるのかというところのそこら辺の考え方もお聞かせ

願いたいと思います。そしてもう既に２９年度も過ぎようとしているんですけれ

ども、２９年度どんな状況であったのか、さらには３０年度、来年度に向けてど

ういう展開をしていくのかということをお話ししていただきたいと思います。 

 ＫＰＩの設定で、いずれにしてもその参加者という指標があって、おのおの、

ほどほど田舎移住体験事業は年間３０人、これが来年、再来年度の数字、目標値

なんですね。３１年度に年間３０人の参加者をターゲットにしていると。それか

らもう一つ、農業体験型観光というのは参加者が３１年は年間２５０人と、そう

いう参加者ということになってますから、３０年度にしっかりと、そこら辺のそ

の対象となる田畑であり、それからその施設、こういったものを整備しなきゃい

けないと。そうなりますと、具体的に今予算編成に取りかかっていると思うんで

すけれども、平成３０年度の予算にしっかりした見える姿の予算が出てくるんじ

ゃないかなと思います。 

 いずれにしても、この目標値、具体的な数字が出ておりますので、しっかりと

取り組みしていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。２９年度どうであ

ったのかということと、３０年度の予算に、こんなふうな事業、こんなふうな見

える予算項目が出てくるよということがあればしっかりとお答えしていただきた

いと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（野﨑俊也君） まず、２９年度の計画と進捗というところでございます

が、２９年度においては、本町と、昨年は福井ブロックでしたが、ことしについ

ては奥越、それから丹南ブロックと組みまして、周遊的にこのモニターツアーを

３コース計画しております。既に一コースは終わっておりますが、今月また丹南

コース５名、それから奥越コース５名と合わせまして１３名の予定をしておりま

す。ただ、エリア的にちょっと広がるもんですから、本町に滞在する時間が非常

に短くて、永平寺の参拝を中心としたコースになっております。 

 それから、今後のことでございますが、やはり里山里海湖モニターツアーだけ

では目標数値の２５０名というのに達しないということで、やはり町単独の事業

も加えていかなくちゃいけないというふうに考えております。３０年度から新た

な農業体験型の観光を実施する方向で考えておりまして、現在、受け入れ先の農
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業者、また圃場、それから宿泊所などを検討しております。 

 それから、計画内容につきましては、ＪＡさんや観光部局、それからまちづく

り会社と連携して、永平寺町の魅力を体験できる内容としたいと考えております。

また、効果としましては、農業集落への人の流れを促すことと、それから農業経

営者の意欲の向上、それから経営の多角化へと発展するものと期待しておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） ２９年度の計画進捗でございますけれども、２９年

度につきましては、２８年度の課題を踏まえまして、移住希望者に対するニーズ

を把握するということを計画いたしておりまして、１０月に東京で行われました

ふくい移住・就職フェアを活用しまして永平寺町のブースを設けております。そ

こで移住促進のパンフレット等を活用しまして、職員が直接、移住希望者に対し

相談と情報提供を行ったということを行っております。当日は１０名ほどの移住

希望者に対応しておりまして、うち６名の方が、全く福井県に縁もゆかりもない

ような方が相談に訪れたということで、興味を示していただいたところでござい

ます。その際、移住に際しての希望意見としまして、やはり就職に関する意見が

非常に多かったというふうになっております。 

 今後、移住体験事業を実施する際に、今回この永平寺町ブースを訪れた方々に

もＰＲしていきたいと思いますし、今度、３０年に向けての計画ということでご

ざいますけれども、実施に伴う受け皿として笑来を活用するということについて

は今後も活用していきたいというふうに考えております。 

 ただ、先ほど議員からご質問がありました笑来だけかというようなお話につい

てですけれども、それにつきましては、一応この基本施策が３１年度を目標に目

標値を達成するというような計画でございますので、そういった目標に沿って、

今、受け皿としては笑来を中心に考えていく中で、やはりこの事業が最終年度を

迎えたときに、ＰＤＣＡということでいろいろ検証する中でそういったほかの受

け皿がもし出てくれば、またいろんな移住の方策が出てくれば考えていきたいと

思います。 

 ただ、来年度の計画につきましては、国は今、働き方改革ということを進めて

おりまして、副業・兼業の推進に向けたガイドラインというのを策定しておりま

す。その中で、在宅勤務の推進とか就業規則の緩和によって、民間の企業でも副
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業、兼業を禁止という今の状況を撤廃するというような動きも一方で起きている

というふうなことでございます。平日は本業に就労していただいて、週末は田舎

のほうでまた副業、兼業をするといった週末起業といった考え方とかテレワーク

といったような新たな考え方というかライフスタイルが見られているということ

もありますので、こういった動きを見ていきながら、そういった就労、週末起業

とあわせまして、趣味とかそういった地域の貢献活動といったこともあわせた仕

組みがつくれないか勉強していきたいなというふうに考えております。 

 今後、目標到達に向けて、県、関係課と移住希望者のニーズをさらに把握しな

がら、先ほど希望意見にもありましたように、そういった体験をするときには、

例えば企業さんにも参加していただいて相談会を開くとかといったことも進めて

いきながら、３１年度目標達成を目指していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） このほのぼの移住につきましては、笑来を中心にやっていく

中で、そこに来られた方に永平寺町の空き家を紹介していくという形をとってい

きたいと思います。今、空き家にほのぼの移住をしていただきますと、またそこ

に係る経費等がかさみますので、まずは笑来を核に永平寺町紹介をして、働く場

であったりそういったので移住を考えていただけたらなというふうに思います。 

 それと、農業体験につきましては、今、永平寺町は、関係団体、またまちづく

り会社、そして協定を結んでいる森ビルさん、また今回、次の質問でお答えしま

すが、ＩｏＴによりまして多くの方がこの永平寺町を拠点で活動をされます。そ

ういった方々にもこの移住であったり、今ほど総合政策課長申し上げました働き

方改革の中で、週末だけはこの永平寺町でという、そういったやり方も提案でき

ればなと思っております。 

 今、公共施設のいろいろ再編もある中で、サテライトオフィス、こういったこ

とも国、県があわせて支援をしてくれるという情報もありますので、そういった

ことも一つ考えながら、いろいろな公共施設の利用であったり、また空き家の利

用であったり、そういったことに結びつけられないかということも考えておりま

すので、またよろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 具体的なお話ということをいただきました。 

 創生総合戦略も期間の半ばを過ぎて、いよいよ目標年次の３１年度も迫ってお
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りますので、必達ということで、必ず達成するということで具体的に進めていっ

ていただきたいなと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 次に、６番、江守君の質問を許します。 

 ６番、江守君。 

○６番（江守 勲君） ６番、江守勲です。 

 私は、通告に従いまして２問の質問をさせていただきます。まず１点目に永平

寺町ＩｏＴ推進ラボの進捗はということと、２問目に除雪体制は万全かという２

問を質問をさせていただきます。 

 新聞などで永平寺町の自動車の自動走行実験についての取り組みがよく掲載さ

れておりますが、先日はパナソニックさんがこの実証実験に参画するというよう

な報道発表がされておりました。そんな記事を見まして、私は物すごく期待感を

持って新聞記事を読ませていただきましたし、今後の取り組みについても非常に

興味を持ちましたので、今回の質問をさせていただこうと思います。 

 永平寺町ＩｏＴ推進ラボとは経済産業省の地方版ＩｏＴ推進ラボに選定された

ものですが、地方版ＩｏＴ推進ラボとは、前回、町長のご答弁の中にもございま

したが、最先端技術によるビジネスをつくり出し地域を支援する制度で、国によ

る情報発信、ビジネスマッチングの支援、意見交換会などへの講師の派遣などの

支援を受けることができると言われておりました。 

 そこで、お伺いをしたいと思います。 

 前回の私の一般質問におきまして町内企業の参画ということをお伺いいたしま

したが、今回は、町外の企業でこの事業に参画する企業はどれくらいあるのかと

いうことをお伺いしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 町外の企業の参画ということですけれども、まずは

町内の企業を中心に今参加を呼びかけております。 

 商工会のものづくり部会を中心に参加をしていただいているところですけれど

も、町外の企業としましては、この募集当初は約１５社ほどでしたけれども、既

にだんだんふえておりまして、パナソニックさんですとか、先ほどお話ありまし

た森ビルさん、あるいはソフトバンク、ＮＴＴ西日本など、ＩＴ企業関係とか通

信関係、そういった方々に今参加をしていただいていると。さらにふやしていっ
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て、５０社ぐらいをめどにふやしていきたいなというふうに考えております。町

外で５０社ほどということで、今集計をしているところでございます。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） 現在５０社ということで、かなりの企業さんがこの実験に来

ていただいているというようなご答弁いただきましたが、今後、この参画をいた

だきました企業さんはどのような取り組みをしていくのかということでお伺いを

していきたいと思います。 

 この５０社さんは、今後どういった取り組みをされていくのかということをお

伺いいたしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） ちょっと補足させていただきます。 

 １２月１４日にＩｏＴ推進ラボのキックオフの会が行われます。ここに県外の

企業さんが二十数社、県内の企業さんが二十数社、そして町内は、今政策課長申

し上げました商工会さん、またものづくり部会、商工会青年部の皆さんに参加を

いただいて、ＩｏＴ推進ラボというのはどういったものか、またどういうふうに

自分たちの商売と結びつけることができるか、そういったことを民間レベルとい

いますか、そういった中でマッチングしてヒントを得ていただく、そういった交

流の場になればと思います。その中の核が、やはり永平寺町の発展に資すること、

これだけは必須条件として入れさせていただきますが、あとは自由にいろいろな

方がこの永平寺町でいろいろなことに取り組んでいただければいいなというふう

に思っております。 

 企業だけではなしに、大学、研究機関、またほかの自治体、こういった方々も

ここで一緒にぜひ一度参加してみたい、また始まりますと、やっぱり違うかなと

出ていかれる方もいらっしゃると思いますし、後からまたいろんな企業さんが来

られるということもあると思います。まずは、人が集まるところにさらに集まっ

てくる、これを忘れずにしっかりと進めていきたいのと。 

 もう一つ、このＩｏＴ推進ラボ、先ほどのほのぼの移住とかこの永平寺町のい

ろいろな施策ともいろいろ結びつけていくことによりまして、また民間の方々が

いろいろな形で町を応援してくれる、そういったふうに持っていきたいというふ

うに思っております。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） 今、今後の取り組みということでいろいろご答弁いただきま
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したが、そんな中で産総研、またヤマハ発動機さんなどの事業グループが１２月

の実験着手に向けて準備を進めているというふうなことをお伺いしております

が、今後の具体的なスケジュールなど、おわかりになりましたら教えていただき

たいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） ＩｏＴ推進ラボの今後のスケジュールという中で、

今の自動走行関連の企業さんが今後、来年度以降、永平寺町に実験及び実用化に

向けて入ってこられる、それに関連する企業さんも多く来られるというようなこ

とで、そういった方々とセミナーですとか、またそのラボの中に課題を投げかけ

て、課題を解決するためにビジネス交流会ですとかフィールドワーク、ある一定

のテーマを持って研究、発表会をしていただくようなアイデアソンといったよう

なことを計画しながら進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） 進めていただくのは結構なんですけど、大体いつごろからと

か時期的なものはございますか。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） １２月１４日に、キックオフということで記念講演

会をさせていただきます。それをスタートとしまして来年度そういった取り組み

としていく中で、自動走行の技術を中心に、町内企業さんと町外、県外の企業さ

んがビジネスチャンスをつくっていくというようなことで、その動きにつきまし

ては民間主導といいますか、民間の方々がつながりを持っていただくと、交流を

持っていただくというようなことを一つまず最初はつなげていきたい、支援して

いきたいなと思っておりますので、来年度以降、そういった形で進めていきたい

というふうに思っております。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） 今ほどいろんな形での町内企業とのマッチングをお伺いいた

しました。せっかくこういった最新技術、全国からも注目されているような画期

的な取り組みですので、ぜひ町内企業とのマッチングなど、また、先ほど町長の

答弁にもございましたが、永平寺町の発展に資するといったことをやはり条件と

しているということで、こういったことを条件とした永平寺町の発展につながる

ような、そしてまた町内の企業さんがこういった事業に参画できるような環境づ

くりというのを積極的に進めていっていただきたいと思います。 
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 続きまして、先ほども冒頭で申し上げましたが、パナソニックさんがこの自動

走行に参画するということで、その効果といった点でちょっとお伺いしたいこと

がございます。 

 新聞の報道発表で、パナソニックさんが永平寺町で自動車の自動走行に参画す

るといったような新聞記事がございました。これは１９年の３月までをめどにと

いうことで新聞に書かれていたと思いますが、約１年間ですかね、この間にパナ

ソニックさんが参画される効果というのはどういったものが見込まれるのでしょ

うか。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） パナソニックが持っている自動走行の技術といいま

すと、ＡＩ（人工知能）を使った画像認識技術ですとか、人や車を識別する、安

全に停止したり回避するといった技術を搭載した小型の電気自動車による実証実

験を行うと。また、車両を集中管理するモニターを設置した遠隔システム、運行

管理システムというものも確立していると、構築しているといったことから、今

後は産総研とパナソニックがそれぞれ実証実験で行うことによって、自動運転の

技術の研究開発がさらに加速化されて、さまざまな課題の解決につながる新たな

交通のシステムが実現していく、いわゆる実用化に向けて加速されていくという

ようなことを考えております。これによって、少子・高齢化が進展する地方のモ

デルとなるように、永平寺町からそのモデルを発信できるような形で県とともに

進めていきたいというふうに考えております。 

 また、ほんの小さなことではありますけれども、パナソニックさんがことし、

２カ月ほどですけれども、永平寺町に滞在して、この前のデモ走行に合わせて準

備を進めていただいている中に、やっぱり車両基地をつくっていただいた中で地

元の企業を使っていただいたとか、町内の飲食店を利用しているとか、例えばそ

のデモ走行にあわせて、安全対策としてシルバー人材センターの方々を使ってい

ただくとか、小さな効果ですけれども、そういった効果もあらわれております。

今後、ますます自動走行実証実験が進むことによって関連する企業等が永平寺町

に訪れていただく中で、そういった経済効果というのも期待できるというふうに

考えております。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） そういった形でもう既に、小さなことと課長おっしゃいまし

たが、少しずつではございますが、目に見えた効果が出てきているということが
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実感できましたので。やはり新聞記事などを読ませていただきますと、この１９

年度以降のコメントも載っておりました。１９年度以降の延長もあり得るという

ようなコメントもございました。 

 今ほど課長答弁されたとおり、いろいろな効果が少しずつ出始めてきていると

いった中で、企業誘致や経済効果の観点などから積極的にこの期間の延長を働き

かけるべきではないかなと思いますが、そこらはどうお考えでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 議員仰せのとおり、パナソニック初めいろんな関連

する企業が長期にわたって永平寺参ろーどで実証実験を行うことによって、永平

寺町に長く滞在していただけるということになるかと思います。 

 こういった技術の研究開発が進んで実用化に向けた課題を解決していくという

ことで地域との結びつきがさらに強くなるというふうなことがありますので、自

動走行の一つのモデル地区として、永平寺参ろーどにさらに関連する企業が入っ

ていただくということも含めて、また実用化に向けてということで、町としては

さらに次の段階へ進むというようなことも含めて、最終的にはそこに根づいてい

ただいて地元に定着していただくというのが一番理想ではありますけれども、先

ほど議員がおっしゃったように、それに関連するような企業進出というようなこ

とも将来想定される中で、やはりそういった形での、期間延長というよりは地元

に定着していただくといったようなことを働きかけていきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） 確かにパナソニックさんは、ほかの新聞を見ますと、地域の

高齢化、過疎化対策として、実際にどのように自動車が使われているかを調査し、

地域社会に貢献する新しいモビリティサービスの実現も視野に入れ、自治体と協

力していくことも明らかにしているといったこともございますので、やはりここ

は積極的に協力をしていきながら、先ほど町長の答弁の中にありましたが、サテ

ライトオフィスのような形で、そういった形の企業誘致ということも考えられる

のかなというふうに思っておりますので、ぜひ積極的な働きかけをお願いしたい

と思います。 

 次に、この取り組みを生かした情報発信ということでお伺いをしたいと思いま

す。 

 １１月２３日から２６日まで、ポートメッセなごやにおきまして名古屋モータ
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ーショーが開催されておりました。その中で中部運輸局のブースに永平寺町での

自動走行での取り組みが紹介されているとお聞きしましたので、私、見にいって

まいりました。そこで中部運輸局の方といろいろなお話をさせていただき、そこ

でちょっと感じたのは、なぜ中部運輸局さんがこの自動走行の紹介をしているの

かなと思いながら担当の方とお話をさせていただきましたら、やはり自動走行と

いったことも我々中部運輸局にかかわってくると。例えば、交通事故の削減や車

体の衝突安全基準の中には自動走行の自動運転が安全基準の一つに入ってくると

いったようなこともお伺いしてきました。その中で、やはり中部運輸局さんも大

いにこの自動走行に関しましては期待をしているとのお話でした。 

 また、そのブースに永平寺町の観光パンフレットが置いてありまして、永平寺

町のパンフレットを持ち帰られる人もいらっしゃいまして、永平寺町のＰＲもし

ていただいているといったことで大変感謝をしておりました。 

 そこで、中部運輸局の方からお話を伺いましたのが、今、永平寺町では自動走

行で全国からも、そしてまたＩｏＴ業界からも大変注目をされているというお話

を伺いました。そこで、このことを契機と捉え、最新のＩｏＴ技術を積極的に活

用し、永平寺町の特徴を前面に押し出した新たな永平寺ブランドの発信とするツ

ールとなるような取り組みをしていってはどうかということで、お考えのほうを

お伺いしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） これまでもいろいろなマスコミにも取り上げていただきまし

たし、先々週、日経ＢＰというところから招待をいただきまして講演をさせてい

ただきました。いろいろな企業さんがいる中でいろいろお話をさせていただく中

で、逆にいろいろな提案もいただいております。本当に東京とか国の人、その皆

さんとお話しするのに一番先に出るのが「禅（ＺＥＮ）」のまちで、私たちもこ

れを何とかブランドにしようとして進めている中で、うまく今回、ＩｏＴとこの

「禅（ＺＥＮ）」のブランドの融合ができればさらにこの永平寺町がものづくり

のまちとして一つ大きく発展するのかなというのを今感じております。 

 今、日本国内でもいろいろ企業の改ざんであったりそういったのがグローバル

化になってある中で、いま一度、日本のものづくり、その根幹にはやはり禅とい

う心があるのではないかということで、企業さんも永平寺町でいろいろやる中で、

この「禅（ＺＥＮ）」というブランドが使えればより信頼が得れるという、そう

いったお話もいただいております。 
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 今までいろいろな地方創生で取り組んできた中で、実は全て結びつけていくこ

とが大事だなというふうにも思いますし、今からいろんな人が集まってきて、そ

してこの永平寺町の魅力を伝える、また企業誘致に結びつけたり人口増、また雇

用の場、先ほども政策課の職員が東京へ行ったときに、移住に際しても働く場が

あるのかというのがやはり一番多く聞かれる。そういった場の確保、こういった

ことがこれからこのＩｏＴ推進ラボが起爆剤となって進んでいけばいいと思って

おります。 

 先ほど期間延長の話もありました。いろんな企業が参加をして本当に日本で一

番永平寺モデルというのを確立されれば、自動的にいろんな企業が来ることによ

って期間は延長されていくというふうに信じておりますし、またいろんな国の関

係機関ともお話ししますと、やはり永平寺町で一つ国の事業をやってみたいとい

う、そういった声もいただいております。いろんな人が集まれば、また投資が集

まれば、またさらに人が集まって投資を生む、そういった好循環。ただ、ここが

目的ではなしに、本当の真の目的はその税収を上げて住民サービスを、これから

の少子・高齢化の中で維持していく、それの起爆剤となるように一生懸命、これ

はスピード感を持ってやらなければ、ほかの企業、またほかの市町もありますの

で、スピード感を持って対応をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） 今ほど町長のほうからもいろいろお話ありまして、また、働

く場であったり税収を上げるといったことで、昨日も答弁の中で、やはり永平寺

町は自主財源が福井県内でも下から２番目、３番目だといったようなお話をされ

ていましたので、ぜひともこの自動走行の実証実験をそういった企業誘致であり

ますとか自主財源の確保といった面から、そしてまた町民の皆様に住民サービス

として還元できるような取り組みとして力強く推し進めていっていただきたいと

いうふうに思っております。 

 これで１問目の質問を終わらせていただきます。 

 ２問目に、除雪体制は万全かということで何点かお伺いしたいと思います。 

 先日、町長の所信の中で、ことしの除雪体制を万全にして臨みたいというよう

なことをおっしゃっていましたが、少し中身の確認をさせていただきたいと思い

ます。 

 １つ目に、除雪体制の課題と安全対策はということで幾つかお伺いをさせてい

ただきます。 
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 ことしの除雪委託業者は何社ほどあるのでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 全部で３３社です。車両の台数で言いますと５２台とい

うふうになっております。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） これは昨年と比べますと、昨年と同等なのか、ふえているの

か減っているのかということもお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 業者数は２社ふえております。車両につきましては１社

増というふうになっております。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） 今ほど、昨年より２社ふえているといったようなお答えでし

たが、今、永平寺町内に８９の地区がございますが、一つの業者さんで大体どれ

ぐらいの地区を担当されているのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 路線の割り振りにつきましては、道路の幅員とその業者

が受け持つ機械の幅が合っているか、また地区事情に詳しい業者か、作業効率の

いい、田園部であるか市街地であるかということでおおむねの作業時間を考えま

して決定しております。 

 したがいまして、何地区を担当するかというようなことではなくて、一つの地

区に幾つかの業者が入ったりというような状況のほうが多いというふうな状況で

す。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） 地区というよりその路線とかで割り振りしているということ

ですが、町民の方から問い合わせですとか苦情というのはどういった内容が多い

のでしょうか。お伺いしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 苦情の内容ですけれども、除雪に来るのが遅いであると

か、家の前に雪の塊を置いていったと、また畑や駐車場などに雪を入れていった

というようなお叱りが多いという状況です。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） 大体私もそういった似たようなお話を町民の方からお伺いし
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ますが、除雪が遅いといっても、私も町民の方から聞かれたときは、行政のほう

も優先順位をつけて、やはり幹線道路からというのが基本であろうということで、

多少の時間のずれはあるかもしれませんということでそういったお話をさせてい

ただいているんですが、ただ、本当にいつまでたっても来ないとか、そういった

こともお伺いします。何か隣のところは終わってるのにうちにまだ来てないとか

ということが聞かれましたので、だから先ほど一つの業者さんでどれぐらいの負

担割合なのかなということをお伺いしたんですが。 

 聞いた話によりますと、以前ですと業者さん同士で協力し合いながら、こっち

の業者さんが先に終わった場合で隣の地区の業者さんがまだ終わってない場合な

どは、その応援といいますかね、何か緊急的に応援してあけてくれたときもあっ

たよというお話もお伺いしましたので、今後、もしそういった時間に大きなずれ

がある場合などは、やはり町民の皆さん、少しでも早目にあけていただきたいと

いう思いでそういった問い合わせであるとかしてくると思いますので、そこら辺

を委託業者さんのほうで協力し合って少しでも早く除雪をしていただけないかと

いうようなお話をしていただけないでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 今おっしゃるような対応をこれまでもしてきたつもりで

はありますけれども、一定の時間に業者のほうから進捗状況を連絡するようにな

っておりますので、その状況を確認しながら、早目に終わった業者には、その除

雪車が入れる路線であれば応援ということで柔軟に対応していきたいというふう

に思います。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） では、そのように柔軟に対応していただき、町民の皆様の期

待に応えていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたした

いと思います。 

 次に、積雪が多いと交差点の角などに雪を高く積み上げ、通学路がある交差点

などでは子どもたちよりはるかに高い雪山になり、車の運転手から死角になり、

横断歩道を渡ろうとする子どもたちが見えずに危うくちょっと交通事故に巻き込

まれそうになったとかいう、そういった事例も聞きましたが、そういったことの

安全対策ということでお伺いをしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 周囲に空き地や田んぼがなかったりする、市街地に特に
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多いんですけれども、交差点の隅切り部に雪を置いて車などが通れる幅員を確保

するというようなことを通常しております。 

 雪の多い日が続きまして、だんだん二度、三度と連続して除雪の作業を行いま

すと、今おっしゃったように雪山が大きくなっていって、車であるとか歩行者で

あるとかの、何といいますかね、死角が大きくなっていくというような状況にな

ります。そういうような状況になるというふうに判断した場合には、積み上がっ

た雪をダンプで搬出するなどいたしまして、事故のないように対応していきたい

と思います。 

 これ除雪全体についてですけれども、町長から議会の冒頭でありましたけれど

も、今年度も業者向けと職員向けと二度除雪会議を行いまして、除雪の計画に基

づき、私、特に強調したのは、町民目線で気配りの行き届いた除雪ということを

両方の会議でお願いをしたところでございます。 

○議長（齋藤則男君） 江守君。 

○６番（江守 勲君） 今ほど、除雪会議を委託業者さん向けと職員向けと行ったと

いうことですが、今ほどのお話もいま一度、委託業者さんとお話し合いをしてい

ただき、やはりこういった通学路の確保、安全面の確保といったことは確認をし

ていただいて、こういった危険性を少しでもなくすといった取り組みをしていた

だきたいと思います。 

 やはり今、永平寺町は、平成２８年１１月１４日より１年以上交通死亡事故ゼ

ロということで、先日表彰を受けたということも新聞に発表されておりましたの

で、こういった交通死亡事故ゼロ、そしてまた町民の皆さんの安全、安心への対

策を万全にしていただいて、ことしの冬、こういった事故が起こらないように、

また町民の皆様からの苦情等、問い合わせ等が少しでもなくなることを期待いた

しまして、私からの一般質問とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時５３分 休憩） 

────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開します。 

 次に、８番、上田君の質問を許します。 

 ８番、上田君。 
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○８番（上田 誠君） それでは、私の一般質問をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 私、今回、２つ用意させていただきました。１つ目、地方創生「えいへいじ産

学官協働プラットフォーム構築事業」の検証と方向性はというのが１点目です。

２つ目、子育て親の相談事業の再開と保育体制の充実をという２つを上げさせて

いただきました。 

 まず１つ目は、昨日の小畑議員、そして本日の川崎議員で私の質問がほぼ出尽

くした感があるんですが、あえて、用意してありますので、重複することがある

かもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。 

 地方創生、先ほどからまち・ひと・しごと、国のいろんな形での施策の中から

それぞれの町が施策を上げています。それから再生戦略交付金のことであるとか

いろんな形での新しい計画の中で進められている中で、ちょうど１年前、２８年

の３月にえいへいじ産学官プラットフォーム、地域資源活用の先行型という形で

ありましたので、それについてお聞かせいただきたいと思います。 

 国の地方創生計画から、各自治体はまち・ひと・しごと創生総合戦略が平成２

７年１０月に示されました。この戦略は平成２７年から３１年度までの計画とい

うことであります。これは議員の皆さんの質問の中でそう示されていると思いま

す。他方、地域再生戦略として地域再生計画も当町は策定し、国の採択も受け各

種事業が展開しているところであり、今予算についても補正の中にもその予算が

かいま見られるところであります。平成２７年度、平成２８年３月の補正であり

ますが、補正予算で地方創生加速化交付金事業であるえいへいじ産学官協働プラ

ットフォーム事業についてがありました。それについて、もう１年たちますので、

それぞれの検証と、それから他議員の質問の中にもありましたように、これから

の方向性が一番大事だということを思いまして、今回の質問をさせていただいて

いるわけであります。 

 計画の内容については、ソフト面、それからハード面というのが上げられてい

ます。そこで、そのいただいた中で、今回の基本目標の中に、先ほど川崎議員に

もありましたが、目標の中には、「永平寺町の地域資源を活用した安定雇用」の

創出、これは企業のための産学官連携の整備であるとか地域内の産業環境の支援

の体制を整えるという内容であります。 

 それから、「永平寺町への新しい人の流れをつくる」ということで、学生、若

者が参画するまちづくりの条例も含めたその体制の整備、それから学生の永平寺
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町に対する意識調査を実践していこう、それから永平寺町のＰＲ、動画の作成と

か。要は、永平寺町の今後のＰＲも含めて若者が参画できるまちづくりというこ

とで、新しい人の流れをつくろうというその計画のところであります。 

 ３つ目、「永平寺町らしさを活かして、時代にあった『誰もが住みやすい』ま

ちをつくる」ということで、その一つのかなめ、扇のかなめとなるために永平寺

まちづくり会社をつくりますよと。現実的にえい坊くんのまちづくり会社ができ

ております。そういうふうな流れの中から、その事業は大きく３つあるんじゃな

いかなというふうに思ってます。書いてありました。 

 事業の内訳は大きく３つありますと、プラットフォームの構築、そういう体系

をつくりますよと、それから、それにあって各種の計画であるとかイベントであ

るとかそれに伴う条例も含めてそういうものを作成していこう、そしてプラット

フォームの拠点づくりをしようという予算がつけられております。予算の内訳で

すが、人件費と役務費を含めて約５５０万、それから広告宣伝費で４００万、そ

して委託料で１，５００万、そして負担金──補助金ですね──その拠点づくり

の補助金として２，０００万が今回のその主な予算体系であります。 

 そこで、今回の特色としまして、委託料の中に、今後の永平寺町のその方針を

見きわめるためのものでありますが、若い世代が、それも福井大学、早稲田大学

の学生に委託した懸案が３件ありました。そしてその業者に委託したイベントで

あるとかＰＲとか宣伝用のパンフ、そういうものの費用、それからもう一つはプ

ラットフォームの拠点、そして今後の、ある面では扇のかなめとなるまちづくり

会社をそこに設置しているわけですが、永平寺まちづくり会社、それと永平寺ま

ちづくり株式会社のえい坊くんのまちづくり株式会社が今回の大きな課題になっ

ていくと思います。 

 そこで、その１と２、特にそのソフト部門的な福井大学、それから早稲田大学

に委託した懸案について、その進捗状況、またその内容からどういうふうな参画

があったのか、またそれによってもしも課題が見えてきたんであれば、それにつ

いての内容をお知らせいただければというふうに思います。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 委託料の中のソフト事業の関係の進捗状況というこ

とですけれども、まず学生まちなかデザイン作成といった業務委託ですけれども、

これにつきましては、松岡駅前の案内看板を制作しまして、その後、制作後、Ｓ

ＮＳあるいは新聞等で取り上げていただき、町の取り組みですとか町の魅力発信
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ということで町のＰＲ、情報発信につながったというふうに考えております。 

 また、学生・若者まちづくり条例につきましては、６月議会で制定させていた

だきまして、その後、若者の地元への参画といったようなことを進めていくとい

うようなことが今後の展開となっていくかと思います。 

 また、地域の課題探求プロジェクトということで、東古市、吉峰地区でのそれ

ぞれの地域の魅力を掘り起こしまして地域の活性化を提案するといったことで、

これにつきましては里まちづくりというような形で報告書ができ上がっており、

地域の方々と意見交換をして非常にまちづくりについて地元の方と深いつき合い

ができたというようなことになっております。 

 また、まちづくり会社につきましては、ことしの６月にまちづくり会社ができ

まして笑来の運営管理に当たっているということで、課題といいますか、今後の

展開としましては、今の学生まちづくり条例に伴う、いかに学生あるいは若者に

地域に入って交流していただくかというようなことで、これにつきましては今、

それの拠点となるべく施設ということで、県立大学とその拠点づくりについて今

協議をしながら進めているところでございます。 

 あと、地域探求プロジェクトの中の東古市、吉峰区のまちづくりについては、

これはある程度、学生のほうで地域の魅力を掘り起こして、こういったまちづく

りをしたらどうかという提案をしておりますので、今後、それを地元の方々が実

際に具体化していくといいますか、実施していく、そのために町も協力、支援し

ていきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 多少、成果について申し上げます。 

 早稲田大学が東古市、吉峰、そして松岡地区に入っていただきまして、今はさ

らに、先週も２５名の学生が、今度は自動運転をどういうふうにまちづくりに生

かそうか、吉峰、東古市はそのまま継続して入られまして、さらに次の展開でそ

ういったことも今していただいております。 

 そして、県立大学は永平寺町学というのを受講しました。議会にもしていただ

きましたが、そこで学生の皆さんにこの行政の取り組みをいろいろな角度で知っ

ていただく、そういったことも今行っております。 

 また、県立大学の、その学生が学生を呼ぶといいますか、そういった形で、今

度は県立大学の学生もＩｏＴとかここに参画させてほしいというお話もいただい
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ておりますし、また先週、志比北で行われた防災訓練ではボランティアの皆さん

が救急救命のをやっていただいた。 

 実はこれ、今年度で国の事業が終わるわけなんですが、来年からも引き続きま

たやっていきたいという声もいただきまして、今、そういった若者の大学との連

携といいますか、こういったのが活発になってきておりますので、さらに条例も

つくりましたので、その条例に沿ってしっかりとやっていきたいというふうに思

っております。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） 細々と一つずつ聞こうかと思ったんですが、全部まとめて課

長答えていただきましたので次のあれがあれなんですが、次のところで見ていき

たいと思います。 

 私、先ほど言いましたように、今回の事業の中で、そのイベントとかをやるだ

けじゃなくて、結果的に若者が、例えば県立大学とか福井大学のとか、それから

早稲田の学生がこのように地元に入り込んできていろんな形でやってきている

と。実際に私どもの京善地区のほうにも、早稲田の学生さんと私、２回お会いし

て、まず１回目は、そのまちをどのように形成しているのかということで、私ど

ものほうの講、要は仏教を中心にしてどのようにまちづくりしたかというのを聞

いてきました。２回目は、今ほど町長言ったように、自動走行のやつをどのよう

に出たら利用しますか、またどういう不便さがありますかということで、早稲田

の若いお姉さんが私のところへ来て、私はうれしい気持ちで３０分ほどお答えさ

せていただきましたが、そういう意味でその事業展開としては非常によかったか

と思います。 

 ただ、今後の後のことにも行きたいんですが、それをどのように生かそうかと

いうのが一番のこれからの課題だと思ってます。先ほどありましたように、松岡

駅の看板、これは先ほど１回つくってしまえばそれまで、それから６月の条例、

つくってしまえばそれまで、それから今の東古市の報告書をしてやりました。町

長もいみじくもはそれをどう活用していくかを今後やっていこうというような話

が出ました。それが一番大事なので、そこの、例えば今後どのように展開するか

というのがあればお知らせいただきたいというふうに思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今、若者の大学生の皆さん、例えば早稲田大学の学生、大学

院生の方は永平寺町に滞在しまして、地域の祭りいろんなところに参加してくれ
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てます。また、未来会議の中から留学生の学生さんとの連携の中で、それは民間

の皆さんが各お祭りのおみこしを留学生の皆さんと一緒に担いで、地域の皆さん

と大学生の皆さんが、もう行政を通すとかではなしに連携をしていただいている

ということも今あります。 

 もう一つは、今回、志比北地区も県立大学の皆さんが入られていろいろやって

いく中で、そこは僕、まずきっかけだと思うんです。そこから地域の皆さんと学

生の皆さんとの縁といいますか、そこから生まれていく。ずっと行政がお膳立て

をするのではなしに、皆さんと学生が連携できるのが一番理想かなというふうに

思ってます。計画とかそういったのはまた別の話になりますが、それがやはり一

番、大学があるまちということで大事だと思います。 

 そして、「ドラゴンクエスト」の松岡駅の看板につきましても学生が発想した

新たな取り組みということで、住民の皆さんともまたいろいろお話の中であの看

板ができたんですけど、そこでやはり学生の発想、若い人たちの発想というのが

町民の皆さんにも、若い人たちこういう発想して、しかもこういう発想って全国

で、インターネットの世界でちょっとあれが有名になりましてテレビ局の取材と

かも結構殺到したという、そういったのがありまして、そういうなのだという気

づきにもなりましたし、この前、パワーボム！をしたときに県大、また地元の若

い人たちが中心でやっていただいたんですが、その地元の人たちのほうからも、

県立大学とは違う大学だったんですが、あの看板、若い人のあれでつくったんや

ろうという、そういった声が聞こえるようになってきましたので、どんどんどん

どん町民の皆さんと学生が身近に何かつき合える、そういったのがゴールだとい

うふうに思っておりますので、これからも一生懸命やっていきたいというふうに

思います。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） 今ほど当然あれですが、時間もあれなのでちょっと確認した

いんですが、私、この中で一つ、細かくちょっとお聞きしたいところがあるんで

すが、例えば地域課題研究プロジェクト、先ほど言いましたように、その報告書

ができているという形ですが、インバウンドも含めたおもてなしの対策や特色あ

る教育ということで、各小中学校、幼児園に対して触れ合う機会を創出していき

ますというのがありますが、これについての内容について、それから、先ほど町

長はいろんな形で今後の方向性を言っていただいてるんですが、そういうふうな

ものをひとつ、どうなるんかということをぜひ、ちょっとお聞かせあればお聞か
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せいただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 永平寺町内の幼児園、小学校との触れ合いというこ

とで、地域探求課題の中の特色ある教育ということで、これにつきましては、絵

本を使った英語教育ということで町内の幼児園、小学校、児童に対して英語教育

の勉強を行っているということで、絵本を使った英語教育ということで、これに

参加していただいた園児、児童につきましては、興味を示していただいて非常に

楽しかったというようなことで、今後、英語ということが学習の中で、単位の中

で必須になってくる中で非常にそのきっかけになっているというふうに考えてお

ります。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 今、総合政策課長申し上げましたとおり、そうい

う特色ある事業といいますか、幼児園でもそういう英語教育、教育といいますか

英語に触れ合うということをどんどん進めておりまして、また地域との交流も盛

んに充実させていきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） 多分、この４５０万あるんですが、その４５０万は当然、早

稲田の大学生の方がこちらに出向いてきてますから、それのいろんな費用もかか

ってるんじゃないかと思いますけれども。 

 やはり今後の取り組みとして、例えば今、学生の人が来てくれてそういう取り

組みをしました、それで終わりました。先ほど言いましたように、これで終わっ

たんじゃなくて、今後それをどのようにしていくのか、それをどのように発展さ

せるかという次のステップの、その、どういうんか、プログラムですね。それが

絶対必要ですので、ぜひそれは総合政策課であったり学校教育課であったり子育

て支援課であったり、そういうものを是非作成をして、次のときにはこういう、

前のやった事業からこういうものをつくり出してやりましたというのをぜひつく

っていただきたいというふうに思います。 

 そこらのもしもそういう思いがあったんなら、ちょっとお聞かせください。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 早稲田が入っていただきまして、今回、ＩｏＴ、またＭａａ

Ｓ（モビリティ・アズ・ア・サービス）という交通マネジメント、今上田議員も

お話をされた、実はそれは、この永平寺町で早稲田大学がいろいろな企業さんと
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連携をとってＭａａＳを確立していくということで、企業さんと連携をとって今

やっていただいております。それに県立大学もぜひ参加させてほしいということ

でだんだん輪が広がっていっておりまして、これも最初、永平寺町に入っていた

だいて、また、そのときには自動運転というのはまだなかったときに入っていた

だきましたので。ただ、その中でまちづくりに関心を持っていただいて、今回、

積極的にこういったことにも参加してくれる。 

 また、今回うれしいのは、卒業した次に入ってきたそのゼミの新しい学生さん

たちが後輩として、先輩が永平寺町に連れてきていただいて、一緒にやっていた

だいて。先日、２０人の学生が来てくれてます。どんどんどんどん次の後輩、後

輩というのが永平寺町に来まして、有賀ゼミという教室なんですが、その皆さん

は何か永平寺を第二のふるさとのように思っていただいておりますし、フランス

人、またスペイン人の方も一緒にここに来ていろいろ、この日本の、また地方の

交通まちづくりについて研究をしていただいてますので、だんだん発展してきて

おります。これからもだんだん、さらに深い結びつきになっていくということを

今期待しております。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） ぜひそういう発展していっていただきたいと思います。 

 私言いたいのは、要は、学生さんはそれで勉学なりそれができるんでね、それ

をいかに私どもが自分のそれに結びつけるかというのが一番大事なので、ぜひそ

れを企画してほしいというのが今回の大きな狙いなんです。 

 それと、先ほどの若者のところもありましたが、当然早稲田の大学生さんが動

いてるのはわかるんですが、それの受け皿となる、先ほど言いましたように、地

域の方との連携の中に、ぜひとも当永平寺町に住む若者をどう入れ込むのか。よ

くまちづくり、東古市もそうだろうと思うんですが、まちづくりのところで、吉

峰もそうだったと思うんですが、参加者は多分お年寄り、僕らの年齢かそういう

方ばかりだったと思うんですね。その方々をあえて、先ほど言ったように、祭り

でみこし担ぎに入ってくるというようなこともおっしゃってましたが、どう地域

の若者とそれを結びつけるのかというプログラムをぜひ、今でなくても結構です

ので、ぜひ構築してそれを今後お示しいただきたい。それが今ほどのこれの有効

活用になると思いますので、事業形態は当然それぞれの学校とかがやればできま

すので、ぜひそういう見方をしていただきたいというふうに思います。 

 続いて、時間もあれですので、次のそのハード事業にところについてお聞かせ
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いただきたいと思います。 

 当然のように、これの中で、ハード事業で笑来の、要は運営、そしてまちづく

り会社の運営ということにかかわってくるというふうに思っています。小畑議員

の中でもありましたように、その稼働率については４０日間の２１９人、それか

ら利用は８日間の１０５人、２０％目標が３８％でしたか、という形になってま

すよと、そういう形の内訳がありました。 

 そこで、私、ひとつお聞きしたいのは、その２１９名の中の内訳です。例えば

観光を目的に来た人はどれだけ、また学生さんが、今言いましたように早稲田の

大学生さんとかで使った方が何人で、それ以外の若者の利用、またはセミナーハ

ウス、例えばそれをセミナーハウスとして使うというふうな計画もありましたの

で、セミナーハウスとして使う計画が以前あったのかという実績を一つ。それか

ら、その実績の中から今後どう展開していくのか、またどういう課題を持ってい

るのかという点をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） ２１９名の内訳ですけれども、まず主な目的別にし

ますと、ビジネス関係で６８名、親睦関係で６９名、あとゼミ、合宿等で８２名

ということで、ビジネス関係といいますのは自動走行関連で利用していただいて

いるということで、親睦はお盆なんかの帰省とか、仲間同士、友人同士のご利用

ということで、ゼミ、合宿につきましては早稲田とか慶応大学、県立大学等の教

養ゼミとかそういった形での利用ということになっております。 

 その中で、観光といいますか、滞在型の、体験型の観光を絡めたその利用とい

うのが、やはり今現在ではないというようなことで、今、まちづくり会社のほう

でこの笑来を絡めた体験型のそういうプランといいますか、を練っている中で、

先日もちょっとお話ししましたそば打ち体験と酒蔵見学というのをセットにした

ようなツアーといいますか、それに笑来を絡めた形での体験型のイベントをやっ

ていきたいというようなことで計画をしている中で、これも県の観光連盟なんか

にもアプローチしまして、そういうプランもパンフレットに入れていただいて実

際に募集をかけるというようなことを今後やっていくということで今進めている

ところでございます。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） 一遍、前のときの、ちょうど笑来のときに一般質問等をさせ

ていただきました。そこでいろんな形でその１棟貸しにするところでの話があり
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ました。それでは２名から５名、いろんな形のがあるんですが、要は、飲食はな

しのゲストハウスを中心にしながらするもの、それからセミナーハウスにするも

のということがありました。費用のところとかいって、その利用状況から考える

と非常に私は懸念するところがあるんじゃないかというふうに言いました。とい

うのは、今ほどの中でビジネス関係、これは当然自動走行が今ありますのでそれ

は見えてる数字です。それから親睦、セミナー、ゼミのところも今見えてる形で

すね。後でももう１回質問せなあかんのですが、そのまちづくり会社のフロンテ

ィアの部分のところではどうかと見たら、今後、そのリピーターというんですか

ね、永平寺町に寄与していくところも、やはりその観光を主にした一つの笑来だ

ったんじゃないかなというふうにも思ってます。 

 ですから、今、体験型ということがありました。先ほど川崎議員の話の中でも

その創生の中で体験型、目標３１年で３００人でしたかね。２５０人やったか。

ほんで体験型は３０人ですが、観光で来るのは２５０だったと思います。体験型

で来るやつやね。それも全部笑来を中心にしてやりますという話でした。ですか

ら、そこをいかに重点的にやるということが、今後のその笑来も含めて、まちづ

くり会社も含めて大事だと思うんですが、そういうところの展開はどのように考

えていますでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 今、永平寺町の観光だけではなしに、交流人口は間違いなく

ふえてきていると思います。それがこの笑来の、今宿泊していただいているビジ

ネス、学生さん、またいろんな形で使っていただける。やはり来年、また再来年

に向けて、さらにこの訪れる、永平寺町に来られる。それは観光、またビジネス、

また研究、いろいろな形で来られる。その交流人口がふえていく中での受け皿に

はなってくるなというふうに思っておりますし、現にそういうふうになってきて

おります。 

 この中であわせて、ほどほど移住とか農業体験、そば打ち体験とかそういう体

験型のそういったのもあわせてやっていきたいと思いますが、どちらかというと、

今、この交流人口がふえる中でそちらの需要のほうが、ここがいっぱいになって

しまうのかなという、ちょっと思いもありまして、じゃ、少ない時期、またビジ

ネスマンでしたら土日は入りませんので、土日だけはそういった観光に充てると

か、ほどほど移住ですとやっぱり１週間ぐらいいてもらわないとだめなんで、こ

の期間はこういうふうにほどほど移住のにするとか、そういったふうなことを考
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えていかなければいけないんだと思います。そして観光につきましては、この前

も地鎮式がありました。平成３１年に、ちょっと形態は笑来とは違いますが、大

本山永平寺さんが宿坊を今つくっていただいてますので、そういったまた観光の

受け皿にもなってくるんだというふうに思っております。 

 笑来、最初、本当に１棟貸しを皆さん不安視する声もありましたが、今、こう

いった形態になりますと１棟貸しのほうが使いやすいという、そういった方も多

くいらっしゃいますので、またこの笑来、いろんな形で紹介をして利用していた

だく。永平寺に来られたときには、福井市じゃなしに永平寺に泊まっていただい

て、永平寺でいろいろな形で消費もしていただければ幸いですので、そういった

ふうに使っていきたいというふうに思っております。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） 時間もあれなんで。 

 それと、もう一つ、１点ですが、その宿泊、笑来のことについて計画がありま

す。稼働日数は５４日をもくろんで、宿泊料が３００万を今見込んでます。実際

にそれが大体達成できるのかということですね。 

 それと、実際それに対して、ことしは指定管理料を５００万出してます。計画

で言うと、３０年度においては体育施設の指定管理をするということで、その指

定管理料が全部合わせて３０年度には２，３３０万という形の数字やったかと思

います。それが達成していくのか。それから、笑来との宿泊のところ、それがど

うなるのかという点が、もしも見通し等があったらお知らせいただきたいと思い

ます。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 今現在、１１月末で利用実績に伴います笑来の収入

といいますか利用料、宿泊関係の日中の利用も含めて大体１８０万ぐらいの収入

になっております。今後さらに利用を高めながらふやしていきたいと思いますけ

れども、来年、３０年度の体育施設の指定管理という面につきましては、これは

関係する担当課等々とも話ししていく中で、やはり来年、３０年度、福井国体等

も控えている中で施設の修繕とかそういったこともあります。そういったことを

考えますと、３０年４月からその指定管理というのはなかなか難しいということ

もありますし、今後、国体が終わった後に状況を見ていきたいというのもありま

す。 

 また、指定管理にかわるものとしまして、まちづくり会社として次の展開を考
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えていく中で、やはり先ほどからお話ありますような自動走行というのが、次の

展開としてはどうしても実用化というようなことも見据えた場合に受け皿として

考えていくということが必要だと思っておりますので、３０年度以降、国のほう

も非常に、いろんな情報収集とか国とお話しさせていただく中で、自動走行とか

ＩｏＴも関連する事業というのは非常に次の展開へ早く動いているというような

情報もありますので、そういったことも見据えて次の展開を考えていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） まちづくり会社につきましては、そもそもこの自動運転の実

用化を目指して設立したという一面もあります。交通会社さん等の投資もいただ

いておりましていよいよ来年からＩｏＴが進む中で、今政策課長が申し上げまし

た一つの受け皿、町ができないところはそこが受け皿になって、いろいろな企業

さんとの連携、また中心的にやっていくという形になっていくと思います。また、

投資をしたいというお話もいただいておりますが、都度都度やるのではなしに、

いっとき、一度にそういった方々に事業を説明して投資をしていただくというふ

うな形にもなってきます。今回、本当に来年に向けては、大きくまちづくり会社

が重要な位置づけになる、そういったことになると思います。 

 それと、指定管理につきましては最初お示ししました。議会のほうからもいろ

いろなご指摘、ご提案もいただいた中で、一つ、やはりまちづくり会社らしい指

定管理が求められていると思います。これは各課、またいろいろな皆さんとお話

をしなければいけませんし、まだ役場の中でも議論を始めたばかりなんですが、

実は四季の森、年間２，１００万円経費がかかっておりますが売り上げが３０万

円。ただ、あそこは文化の発信であったり生涯学習の拠点という、そういった位

置づけもありますが、もう一度、あそこの施設をどういうふうに持ってったらい

いか見直そうということで、今、公共施設を有効に利用するという面からも考え

ております。福井県のかるた大会が開かれたり、いろいろ和室のほうではやられ

てますが、これから老朽化もしてきますし修繕もかかってくるということで、そ

れなりのやっぱり収益を上げていきたいという思いもありますので、そこを、ま

だ役場内で話、また議会のほうからもご提案いただければいいですし、私たちも

提案いたしますが、そういったところでまちづくり会社が民間らしい指定管理が

できないかなというふうに思っております。 

 その一つが、やっぱり先ほどから申し上げてますサテライトオフィス。いろい
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ろな多くの企業さんが集まってくる中で、一堂にそういった事務所といいますか、

そういったところができますし、幸いにもタイミングがよかったんですが、今、

インターネット環境も変わります。実は企業の方が今はハードを、永平寺庁内か

らインターネットで送ることができない、データを送れないということでハード

に落として持って帰ってますが、整備されることによってインターネットでそう

いうふうなこともできるということもありますので、ちょうどいろいろ取り組ん

できたことが結びついてきた中で、もう一段進めるにはそういうことも考えてい

く。そういったところにはやっぱりまちづくり会社というのが大きな位置づけに

なってくると思いますので、またご提案させていただきますので、よろしくお願

いします。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） ちょっと苦言じゃないですが、先ほど言いました指定管理の

２，３００万ですね。ここは人件費が４００万で、委託、公務費が１，０００万

で、賃借、そんなんで１，０００万かかって、そんだけの委託料を出しますよ、

３，０００万という計画になってます。その計画が入って、来年度は２００万の

赤字、再来年度は１００万の赤字という形で当初のその運営の中で見ているわけ

ですね。でも、今みたいに、やっぱりそういううまく絵に描いたようにはなかな

か進まないということがありますので、ぜひそこらあたりはシビアに見ていって

いただきたいというのが１点です。 

 それから、もう１点。先ほどのフロンティアのところです。自動走行、それか

ら地域交通網、これは先ほど言いましたように、いかにその過疎地で先ほどの永

平寺モデルが構築できるか、その永平寺モデルが構築されたことによって、これ

の受け皿になるまちづくり会社になる。それから、高齢者世帯サービス、これは

地域包括ケアシステムの中でどういう形でのその受け皿になれるのか。例えばシ

ルバー人材であるとか社協であるとか、その中の一つとしてまちづくり会社もそ

の企業体、例えば配食なら配食のところでいったら、ある程度その地元の業者と

も絡めることができるんかもわからないけれども、そういう感じでやるとか。そ

れから、先ほど言った空き地の利用とか、あこで上がってたのは給食野菜の中間

加工もやりたいねというような形での受け皿がありました。ぜひとも、そのフロ

ンティアをどう結びつけるかが今後の課題になると思いますので、それをやらな

いと、この計画どおりの３年後には黒字になるという計算が出てこないんじゃな

いかと思いますので、そこらはぜひ皆さんと一緒にシビアに見ていきたいと思い
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ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 例えば、今ほど町長が言った中で、サテライトオフィスですね。これちょっと

むちゃくちゃな話なんですが、四季の森のところに今、隣が、昔図書館やったと

ころが資料館になってます。それの活用、利用のところをもしも考えていろんな

形すると、あえてそこを、先ほどのセミナーハウスとかいろんなことでするんで

あれば、大々的にサテライトオフィスの一つの企画のその場所にするとか、ちょ

っと横断的というんか、ちょっと飛び跳ねたことかもしれませんが、ぜひそうい

うふうな発想の中からこの事業をやっぱり構築していかないと進まないと思いま

すので、計画倒れにならないようにぜひお願いして、私のこの１番目の質問を終

わりたいと思います。 

 何か所見があればお伺いしますけど。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 今、サテライトオフィスの、その大胆なというのはいただき

ました。やはりこれからまちづくり会社が担う、いろいろ課題って出てきます。

民間にお任せするのか、これは役場の仕事じゃないからとか、これは本当やと民

間ですけどなかなか受け手がいないとかそういった場合に、どういうふうな位置

づけでまちづくり会社がこれから活躍をしていただく場が出てくるかもしれませ

ん。そういったのはしっかりレーダーを張ってお願いしていきたいというふうに

思いますし、今ほど本当に、サテライトオフィスとかこういったものは、その時

代の流れ流れというのが物すごい速いスピードで流れてる中で、しっかりといろ

いろな方向で。 

 今回、今まで四季の森もいろいろ、どういうふうに利用していったらいいか、

もう何年も試行錯誤で、結婚式場にしたらどうだ、レストランにしたらどうだ、

いろいろな提案があったんですがなかなか実現ができませんでしたが、今回、い

ろいろな人がこの永平寺町に集まってくるということで、次の展開に進める。ま

た、今までの課題が、何かクリア、光が見えてくる。そういったことでいろいろ

点と点を結びつけてやっていきたいと思いますので、またご提案よろしくお願い

します。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） ぜひよろしくお願いしたいと思います。またこれもいろんな

形で皆さんと一緒に考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、２問目です。子育ての親の相談事業の再開と保育体制の充実をというこ
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とで上げさせていただきました。 

 子育て支援のまち、それから子育てしやすいまち、子育て体制の充実したまち

というのを子育てのまちの魅力として前面にうたっている我が町であります。子

どもたちが健やかで元気に過ごせるまちづくりを町政の大きな一つの柱とし、ま

た永平寺町の、ある一面での一つのＰＲの前面に立ててる広告塔だろうと思って

います。 

 子どもたちが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期であり、その年

代に合った環境の整備は重要であるというふうに思っております。そのために子

育て・保育支援の体制の充実は必要不可欠であります。少子化が国家的な課題に

なっている現状からも、産み育てるのは個人的なことと同時に社会的な行為であ

り、親や家族が子育てを担うというものから、社会全体で子育てをさせるという

基本理念に変化が大きく傾いているように思っております。 

 環境の整備には、ハード面、もちろんソフト面の充実も必要であり、特に近年

の社会情勢の中から、社会環境の変化、子どもへの支援、保護者への支援の充実

が多岐にわたっている。また、その対応が子育て支援課のみならず、福祉課であ

るとか学校教育課であるとかいろんなところにそういうものが絡んでいるという

ふうに思っております。そういう中から、専門性であるとか継続性、例えば小さ

い子どものときから小学校、そういうような形での継続性も求められるというふ

うに思っております。そういう実態が明らかになっており、マスコミの報道とか

社会現象としてクローズアップされている昨今だと思っております。 

 そこで、二、三のお母さん方からちょっとお聞きしたことがあって今回の質問

の一つのあれになったんですが、子育てをする親、保護者に、特にお母さんを中

心にして悩み相談の重要性が増しているというふうに思っております。それでこ

の子育てのを永平寺町でも出しているんですが、この中の一つのやっぱり重要な

柱の中にも子育ての相談であるとかそういうようなのがあります。 

 ここで、特に子育てのところの相談の仕方、それから、ある面ではちょっと気

がかりな子どもであったりとか、例えばちょっと障がいを持ったお子さんについ

ては、それから家庭の事情とかそういうものの相談業務を非常に重要視されて、

かつまた今後は必要になっている状況かと思っております。前回の質問の中でも、

貧困の子どもたちの中でも結果的にはその相談をする機会とか相談をする場所と

かそういうものがなかなか見当たらなくてこう陥ってしまっているというのもあ

りますので、そういうようなこともあります。 
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 それで、相談事業の体制と現状について、当町のどういうふうな内容になって

いるかをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） それでは、お答えさせていただきます。 

 当町、永平寺町の相談の体制をまず申し上げますと、相談にもいろいろありま

して、今議員さんおっしゃいましたとおり、一般的な子育ての相談から発達障が

い、気がかりな子どもの相談という、非常に多岐にわたっております。 

 それぞれ申し上げますと、子育ての一般的な相談等につきましては、まずは子

育て支援課の窓口での相談があります。それと幼児園、幼稚園での相談等もござ

います。あと、子育て支援センターでの相談もあります。あと、保健センター、

保健師さんの相談があります。これらにつきましては常に相談できる体制をとっ

ておりまして、それぞれ担当の者が相談を受けているということでございます。 

 また、子育て支援課の窓口の相談については、昨年度、平成２８年度より保育

士を再任用させていただきまして、その相談体制の強化というのを図ったところ

でございます。 

 また、発達障がいとか気がかりな子の相談につきましては、幼児園、幼稚園に

おいてはカウンセラーを入れましたカウンセリング事業がありますし、保健セン

ターでも専門の方を招いての相談会等を実施しているところでございます。 

 また、今年度より、仁愛短期大学の専門の先生を招きまして、幼児園各園巡回

をしていただきながら保育士に指導をしていただいているほか、また仁愛大学の

先生もその保護者の相談にも乗っていただいているというところでございます。 

 参考までに、これまでの実績ですと、幼児園、幼稚園のカウンセリング事業に

おいては、対象となる園児は１３名です。これは親の同意を得ているというとこ

ろでございますが、あと保健センターの相談会でも３世帯の方が相談に来ている

と。 

 内容等につきましても……、あ、内容はまだいいか。次行っちゃいましたね。

済みません。済みません。 

 内容等につきましても、幼児園とか子育て支援センター等窓口等で受ける相談、

一般的には相談といいますが、中身的には、やっぱり子どもの成長、あと生活習

慣、あと友達関係等の相談がありますし、保健センターの相談会やカウンセリン

グ事業になりますと、やっぱり子どもの発達状況、そしてどういうふうに今後支

援していったらいいかというところの相談等が内容としてあります。 
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 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） 今議員さんがおっしゃられたように、お母さんが大分悩ん

でいるという事例は小中学校でも結構あります。気がかりな子どもと話をしたい

ということで担任の先生とか生徒指導の先生がお宅へ行くと、大体対応してもら

える人はお母さんですね。お母さんがやっぱり、お父さんに子育てはおまえだと

言われてる場合とかね、それから近所の目とかがあって、何かお母さんが物すご

く負担に思われてるという事例がたくさんあります。 

 学校の場合はスクールカウンセラー、本町で１０校あるんですけど、５名今配

置されております。そういう担任の先生がお母さんと話している中で、少しスク

ールカウンセラーの方と相談されてみたらどうですかとか、そういうようなこと

で学校へ来ていただいて、そういう機会を通じてお母さんもカウンセラーに話し

されると結構肩の荷がおりてすーっとされるようなこともありますので、そうい

うような機会を利用してやっています。 

 それから、スクールソーシャルワーカーというのもおりまして、これについて

はスクールカウンセラーあるいは学校の先生方が、このお母さんは子どもだけの

ことじゃなくて、いろんな社会的なことが負担になってるんでないかというよう

な事例があった場合には、すぐ県の教育研究所のスクールソーシャルワーカーを

依頼しまして来てもらってそういう相談に応じるというようなこともしてます。 

 それから、民生児童委員さんも月に１回は学校のほうに来ていただきますので、

あの家はどうだろうかとかいろいろ相談に乗ってもらったりして対応しているの

が現状です。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 子育て支援課のお答えとちょっと重複するかもしれ

ませんが、福祉保健課の部分として申し上げます。 

 保健センターにおきまして母子保健事業を実施しております。ここでは、母と

なる前の相談体制としまして、母子健康手帳発行時の面接訪問、それからお子様

が生まれてからの赤ちゃん訪問では、母子ともの健康状態をチェックしておりま

す。 

 それから、平成２８年度からは、産後医療相談事業としまして、母乳の相談と

か体調管理の相談を医療機関や助産院のほうで受けやすくできるよう補助体制を

とっております。 
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 それから、これも２８年からですけれども、もう一歩踏み込みまして、気にな

る妊婦さんや親子さんには医療機関と連携して情報共有体制をとりながら訪問時

の対応が向上できるように、保健師が病院のカンファレンスのほうにも参加して

情報共有体制をとっているということでございます。 

 そのほか、ママサロンの実施、それから子育て支援センターのほうに出向いて

育児相談支援を行っております。それから、４歳児、５歳児の健診時においても

育児相談会を実施しております。１歳半、３歳半の健診時においても個別相談会

に取り組んでおります。その他、言語聴覚士とか臨床心理士などの専門家も参画

いただいた相談会を実施しまして、気になる方がいらっしゃった場合は県や医療

機関のほうにつなげられるように取り組んでおります。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（小林良一君） 私のほうから一つお答えさせていただきます。 

 他団体の現状と実績ということで、本町では子育てを支援する吉田地区更生保

護女性会がございます。そこの活動の中で、子育て支援といたしまして、毎月、

何でも相談を御陵地区の子育て支援センター内のコアラのおへやで開催をいたし

ております。 

 相談件数でございますが、毎月４から５件あるそうで、相談内容につきまして

は子どもの気になることなどの悩み相談を受けているとのことでございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） ありがとうございます。 

 聞かせていただいて、いろんな相談業務をやっていただいて本当に助かってる

なと思ってます。 

 ただ、ちょっと私気になったのは、社協がやってたのがなくなりましたという

ふうな話を聞かさせてもらいました。社協が独自でやっていたのがなくなったと

いうことで、たまたまそのお母さん、私にちょっと持ちかけたお母さんは社協の

ほうでよく相談なさってたのが結局なくなってしまって、ちょっと困ったねとい

うんでどうなったんやろうというようなご質問があったので今私あれですが、社

協のほうにもちょっと確認しました。それから課長のほうにも確認させてもらい

ましたら、一応９月ごろまでやっていて、その後はなくなったよということにな

ってました。 
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 いろんな形で相談業務をやってるんですが、やはりお母さん方、保育園でいろ

んな話をされるのは、それなりにほかのお母さん方がいても自由にしゃべられる

というんか、そういう相談業務ですね。しかし、どうしてもそういうところでは

しゃべりにくいとか、それから家庭の事情であるとか、それが先ほど教育長さん

がおっしゃったように、幼児園、小さいときから小学校、そういう形でずっと引

きずるような形での相談業務については、やはり専門性と、それから継続性と、

そしてその対応していただく方が常に一緒というんかね。ある程度そういう信頼

関係の中でできますので、そういう面の相談業務をぜひ充実していってほしいと

いうことをお願いするわけですが、そういうことも含めて何かちょっとご所見あ

ればお伺いしたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 課を横断していろいろこの子育ての相談に当たらせていただ

いております。 

 やはり年に数回、園を通していたり学校を通したり、説明会とかそういったと

きにこういった相談の一覧をつけさせていただいて、こういった相談のときには

こういったところで相談に乗りますよとか、もうやってます？ ──はい。 

 ただ、各課横断的に、子育てだけじゃなしに、福祉課では、総務課ではこうい

ったのがありますよという、そういった一覧でわかりやすく、入園のご案内とか

そういったときに、          悩んだときに先生を通さずにでもそう

いった相談窓口に来てもらえることが一つの安心にもつながるかなと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） せんだってＮＨＫの放送を見てました。よく言われてるのは、

保育園、幼児園、何か学校の延長のちょっと手前のという感じとか、育てるとい

うのがありましたが、そのときにＮＨＫの方が強調してたのが、保育園は福祉施

設だよと、児童福祉施設が保育園なんだよと、だから子どもさんだけじゃなくて

親御さんも含めての、ある面ではその対応窓口が幼児園であり保育園でありとい

うような、ＮＨＫが強調してました。私、あれ見させていただいて、まさしくそ

うだなと思いましたので、ぜひともそういう形でお願いしたいというふうに思っ

ております。保育の先生方は本当にいろんな形でやっていただいてますので、感

謝しているところです。 

 そこで、その保育園の体制についてお聞かせいただきたいと思います。 
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 次のところにちょっと課題がありますが、まず現行の基準がちょっとあったら

お知らせいただきたいと思います。保育士の基準とか。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 保育士の基準につきまして申し上げます。 

 幼児園いわゆる保育園の保育士の配置基準につきましては、児童福祉法に基づ

く児童福祉施設の設備及び運営に関する基準で定められておりまして、年齢別に

申し上げますと、０歳児においては園児３人につき保育士が１人、１歳、２歳児

につきましては園児６人に対して保育士が１人、３歳児につきましては２０人に

対して保育士が１人、４歳児、５歳児につきましては園児３０人に対して保育士

１人というふうな基準になっております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） たしかこの基準は昭和２８年、要は大分前、３０年時代に改

正になってないということであります。 

 当然園児のほうに、例えば先ほど言った気がかりな子であるとか、そういう場

合は加配という形で、園児１人につき、その度合いにもよりますが、それは当町

もそれに対して対応をしているかと思っております。それが小中学校も同じよう

に、支援の先生が対応していただくというような形でなっておると思います。 

 当然、保育所では遊び、生活が中心になっておりますが、その保育指針のガイ

ドラインが出ています。ちょっと私の手元にこども財団のこういう資料があるん

ですが、これ見るといろんな形が義務になってるんです。それはそこで言いまし

たガイドラインがそういうような形で義務化されてます。それ見るとほとんど、

例えば保育の現状に対してこうしましょう、ああしましょうというのは義務にな

ってるんですね。これだけ重い、学校の先生も同じだろうと思うんですが、そう

いう仕事内容が現在の保育士の方です。保育士の方は、それのみならず、子ども

のみならず、１日とか月とか年の保育に対する計画書もきちっとつくらないとだ

めな指導要綱になってます。それを見て、私もこれ読ませてもらって、うわあ大

変な状況下にある職業だなというふうに思いました。 

 その中で、今は加配とかいろんな形は、これは当然先ほどの親御さんとの話し

合いの中で、ある面では親御さんが、ちょっと言葉は悪いですが、認めないと加

配もなかなか難しい。でも実際はその子のためにいろんな手をとられてしまって、

本来は加配が必要だと先生方は思っているにもかかわらずできない場合もあった
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りするので、大変な部分があるというのも現状だろうというふうに思っています。 

 それで、次の質問ですが、これはよく皆さん、ほかの方も質問されてるんです

が、現在の正規職員と嘱託職員の割合、そして大体パーセンテージはどんだけあ

るか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 職員の正職員と非常勤職員の割合でございますが、

正職員５１、非常勤４９、この割合でございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） 当然のように、５１・４９の正規の中には産休であるとかい

ろんな形で休んでる方が入っての５１だろうと思いますので、現実的にはひょっ

としたら嘱託のほうが多い実績になってるんじゃないかというふうに思っており

ます。それから、その人数のところで把握すると、多分、嘱託職員の方が担任で

あるとかいろんな形のを持ってますし、当然のように延長保育も含めてそういう

ふうな形での対応もしてるかと思います。その中で、仕事面は多分、その正規と

嘱託職員についてもほとんど変わらない。要はローテーションを組んでやってる

というのが職務内容じゃないかと思っています。 

 よく言ってるんですが、今後は、たしか数年前のときには６対４ぐらいで正職

をふやしたいというふうなご答弁もあったかと思いますが、今後、やっぱりその

ような考えでいらっしゃるのかどうかというのをちょっとお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） その６対４とかという数字につきましてはどうか

と思いますが、今現状としては、比率は５１・４９ですけど、正職員は今５１名

いますが、正職員の数は今後もお願いしていくということになっております。 

 あと、園児数の人数にもよって保育士の数も変動もあります。やっぱり少子化

ということもございまして、年々園児数は減っている状況であります。そうした

ときに、全体の園児数が減っていることによってその全の保育士の数も若干減少

ぎみとなっております。正職員の数をしっかり確保するとか、今後見通ししてい

くことによって、今、その６対４とかというのでなくて、正職員をしっかり確保

することによってしっかり保育を行っていきたいというふうなことでございま

す。 
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 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） ちょっとここで指摘したいのは、先ほど言いましたように、

職務内容が当然非常に重い職務内容の中で、嘱託職員、それから正規職員が同じ

ような仕事内容を持っている。例えば、先ほど言いましたように、嘱託職員でも

担任というものを持って、責任はそこの担任の方が持ってらっしゃる。それから、

そういう状況からいくと多分、嘱託職員の方の担任かというのは１０名以上に、

１０クラスというか、それ以上になるんじゃないかというふうに私は思っている

わけですが。 

 それと、今は話の中で改善されてると思います、嘱託職員の。それで、福井市

やら隣の坂井市と比べると、今、改善された内容についてどのような違いがある

のか、大体福井市、坂井市と同じようなレベルになったのかどうかをちょっとお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 非常勤職員の処遇の面ということで理解すればい

いかと思いますが、まず、今現状としては、福井市、坂井市、また勝山とか鯖江

とか近隣市町とはほぼ同等、またそれ以上というふうに認識をしております。 

 ２８年度にその賃金体制を抜本的に見直しました。月給制を導入するとか、日

給制についても賃金アップを図ったとかということがありますし、また本年度、

再度、近隣市町とか民間の保育園等も調査しまして、３０年に向けて処遇改善を

また図っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） ちょっと私教えていただきたいのは、例えば永平寺町の一般

職のその賃金、いわゆる嘱託職員の賃金体系と保育士さん等の賃金体系との格差

はどんなもんでしょうか。どういうふうな違いがありますでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 一般職の保育士というふうに……。 

○８番（上田 誠君） 保育士さんと一般職の嘱託職員。嘱託、一般職。総務課かそ

っちの回答になると思うんですが。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） まず、月給制を導入している職種は保育士のみの

はずです。のみのはずです。あと、日給、時給については町統一でやっていると
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思います。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（小林良一君） 私のほうから、ちょっと今資料を持っていないんですけ

れども。一般職の非常勤職員ですけれども、基本的に、１年目は８２５円やった

かね、２年目が８９０円、３年目が９００円としております。ただし、保育士に

つきましては、１年目が９００円でしたかね、そういうような感じでしておりま

して、保育士さんのほうに重点をちょっと置いている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） ぜひ、私言いたいのは、先ほど言いましたように大変な労務

を持っているという中から、僕はあえて、もっと高くてもいいんじゃないかなと

いうふうに思ってます。 

 できたら、学校の支援員の方との違いはどうですか。支援員の先生があります

ね。学校教育支援のはどれくらいの、時給でいくと。違いは。 

○教育長（宮崎義幸君） 同じだと。 

○８番（上田 誠君） 同じですか。 

○教育長（宮崎義幸君） 学校教育支援員も非常勤の職員も一緒やな。 

○８番（上田 誠君） まあいいです。ぜひまた知らせてください。 

 というのは、私何が言いたいかというと、保育士のほうの、変わりましたけれ

ども、上げていただきましたけれども、やはり大分重労働だと私思ってるんです

ね。ですから、極端なことを言いましたら、ある面では資格を持って有資格者で

あって、なおかつそういうふうな職務体系を持ってる、それから延長保育も持っ

てるし、そういうような形でやってるんであれば、あえて、こんなことを言った

ら申しわけないですが、高いレベルでしてもいいんじゃないかということで、ぜ

ひそういうお願いしたいというので今上げさせてもらいました。 

 次行きます。 

 その状況の中でちょっと調べました。小学校は校長先生、教頭先生、そして教

務主任、そして事務の先生、用務員という形の職務体制になってます。それは中

学校であっても小学校も全部持ってるわけですが、校長先生、教頭先生は担任も

持ってませんという、ある面ではフリーだと思います。それから事務の先生は当

然常勤でいますし、用務員の方もいらっしゃいます。 

 そこで、幼児園のところのフリーの先生といったら私は園長先生しかいないと
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思うんですね。園の一番大きいなかよし幼児園であるとか志比幼児園であるとか、

それから上志比幼児園はそれ相応の人数がいて、フリーの先生がいらっしゃらな

い。 

 先ほどの体系の中で、小さい子どもさん、１歳、２歳は６人に１人、それから

３歳、４歳、５歳になると２０人、３０人に１人の先生になるという中から、非

常にそのローテーションの中で職務が大変だということから、私、調べました。

坂井市ではフリーの先生は、当然園長先生のほかに副園長さんという形でも持っ

てますし、それから福井市は主任保育士さんがフリーで今いらっしゃいます。全

てとは言いません。小さい保育園はフリーいらっしゃいませんが、そういう職務

体系がなってます。それから事務のほう、福井市も８時間、１８名以上の先生が

いらっしゃるところにはフルタイムの事務員さん、それから小さいところについ

ては４時間、半日の方が１６名。合計、全部の園にその事務の先生が配置されて

ます。なおかつ、その用務を含めて事あるごとにはそういう用務の先生もいらっ

しゃるというふうなことを受けています。 

 私は、当町は園長先生がフリーの方は１人しかいらっしゃらない、そして園の

先生がいろんなローテーションの中で、１人お休みになると園長先生が出ていく、

なおかつ園長先生は事務もやらないといけないという中から、先ほど言った業務

の中での大変さから見ると、ぜひ、ある面では、大きな園に対してはフリーの先

生も必要じゃないかという提案。それから事務職については、例えばブロック、

坂井市はたしかブロックのところもとってるかと思うんですが、例えばこの松岡

だったら、松岡に事務の先生を１人雇って、月曜日はなかよし、火曜日はどこど

この園という形で見ていく。それから上志比、永平寺のほうでも曜日を決めてそ

こに当たって事務の処理をしていくというような対応とか。そうすることによっ

て、園の先生のその負担が物すごく軽くなる。それがひいては子どもとの接し方

でゆとりができていろんな形での対応が出てくるんじゃないかというふうに思っ

てます。ぜひそういう面は考えたらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 前の議会でも、３０年に向けて幼児園のあり方をどうしてい

くかということを今進めていこうと思っております。その中で、やはり財政的な

こと、例えば今上田議員がおっしゃられた先生のそこのであれば、統廃合をした

らどれぐらいこういうふうになるか、また民営化。また、今回新しいお話が国か

ら出てますのが、幼児園の無償化が出てくる。そうしたことによって、じゃ、町
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の保育は少しゆとりが持てるようになるので、先生をどれぐらい雇用して公立で

いくか。また、ある一方では、幼児園はやはりその地域の核だから残してほしい。

いろいろなそれぞれの課題をどういうふうにまとめていくかというのが出てきて

ますし、また新しいそういった国の施策というものも敏感に取り入れていかなけ

ればいけないというふうに思っております。やはり今、例えば５１対４９を、じ

ゃ５５対４５にしようとか５８対４２にしようとかいっても、抜本的なところは

変わらないとも思います。 

 それと、マスコミ報道でもありますように、東京、都市部が保母さんをどんど

んどんどん高い給料で呼んでいる。福井県は求人倍率が２倍。なかなかそういっ

た先生のなり手もいないという中で、今おっしゃられたとおり、待遇改善をしっ

かりとしていかなければいけません。それをしていくためにも、どういうふうに

この永平寺町の幼児園を持っていくか、これを３０年までにしっかりといろいろ

な角度から検証してやっていく。これは３０年が本当にタイムリミットだとも思

いますので、しっかりとやっていく。また、もちろん議会のほうでもいろいろな

ご提案をいただきながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） 今ほど町長の発言にもありましたように、ＮＨＫのやつも、

僕ＮＨＫよく見てるんですが、今ほど言ったように、保育士さんの給与体系は、

ほかの職種の方、例えば極端なことを言ったらバイトに行けば、アルバイトに行

けば時給１，０００円というのはもうざらですよと。その中でこんだけの職務を

持つんだったら、それ以上あっても当然じゃないですかというふうなご意見があ

りました。私、まさしくそうだと思います。ですから、先ほど言いましたように、

いろんな形での処遇改善も思い切って、例えば職種内容は、さっき言ったように

有資格者でそういういろんな条件を持ってるわけですから、ぜひそれだけの高額

に上げれば、例えば一度リタイアした保育士の資格を持ってる人が再度またその

保育士のほうへ戻ってくるということもあります。 

 それから、先ほど言いましたように、園長先生を初めフリーの先生を、人を置

くことによって先生のゆとりができる。極端なことを言いますと、志比幼児園は

１階と２階あるんですね。１人の先生が休みました。そうすると園がつながって

れば上、隣の部屋で１人で見る可能性はありますが、例えばそれが１階、２階に

わたってたら１人の先生が見れるわけがないんですよ。そういう場合が当然ある

と思いますし、それから園のところによって、例えば子どもが少ないところの先
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生がローテーションで休んだ場合はいいんですが、例えば子どもが大きい、たく

さんいるところのローテーションを休むと大変なことになってしまう。そのとき

には園長先生は当然そういう対応をし切れなくなってしまうというのもあります

から、ぜひそのある程度の規模のところには、嘱託さんでも結構ですのでフリー

の方を置くというのは大変その心にゆとりもできるし、親御さんとの信頼関係も

できるんで、ぜひお願いしたいというのが１点と、その事務の先生をぜひ、ロー

テーション組めば、そこに全部配置せいと言ってるわけじゃないんで、ローテー

ションを組んでいけばそういうことができるので、そういうものをぜひお願いし

たいと思ってます。 

 子育てのまち、これは保護者から、預ける側から見て、子育てのいいまち、し

やすいまちになってます。でも、これからは、先ほど無償化も出ましたけれども、

親御さんは全部そういう無償化は当然受給しても、最終的に負担は町にかかって

くると思いますが、やはり子育てのまちというのであったら、子育てをしている

先生方にもよいまちというのをぜひ、その次のアルファの中に入れていただいて

対応をいただければなと思ってるんですが、今ほど町長が言ったように何かあれ

ば。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 実は子どもたちが、数は減っていっております。ただ、教室

の数は変わらない中で、その人数に応じて非常勤さんの雇用の人数が決まってく

るんですが、子育て支援課から提案いただいてますのが、やはり急な産休とかも

ありますし、少しゆとりを持って非常勤さんを雇用しておきたいという、そうい

った提案も今いただいております。ただ、これは全庁で精査していかなければい

けないんですが、今おっしゃられたとおり、そういうふうなこともしっかり考え

ていかなければいけません。 

 それと、子育てをなぜしっかり町が支援していかなければいけないかというの

は、やっぱり高齢化が進んでいく中で社会保障費、年々年々、下で支える若い人

たちの負担というのがふえてきますし、やはり働くことによって日本を支えてい

ただくということもあります。それをしっかりサポートするのも行政の役割です

ので、高齢化社会だから子育ての世代のボリュームが減るのではなしに、高齢化

社会になってきたから、そういった人たちを働きやすい環境、子育てしやすい環

境をしっかり支えていくということを忘れずに子育てにも頑張っていきたいと思

います。 
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 また、きょう、今回いただきました提案、子育て支援課長とよく似た考えを持

たれてますので、しっかりと来年の予算に向けてちょっとみんなで話していきた

いと思います。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） ぜひ、今ほどご提案させていただいたことを前向きに考えて

いただきまして、今町長のほうも３０年をめどに新しい保育行政を考えていくと

おっしゃってますので、ぜひとも今の提案も含め、また相談業務も多岐にわたる

ものがありますので、ぜひ今後ともそういう面を充実していっていただきたいと

思っております。 

 これで私の一般質問を終わらさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ２時１５分 休憩） 

────────────── 

（午後 ２時２５分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開します。 

 次に、９番、金元君の質問を許します。 

 ９番、金元君。 

○９番（金元直栄君） 日本共産党の金元です。町民の立場から町政上のいろんな課

題について質問していきたいと思います。 

 今回は３つの質問を用意しました。 

 １つは、地域おこし協力隊の活用で、地域産業の担い手を。 

 ２つ目は、債権管理（回収）条例制定のねらいは。 

 ３つ目には、「永の里」計画と町重点促進区域「地域未来通し促進法」とはと

いうことで準備をいたしました。 

 特に、債権管理等については、これまで町のやってきたその姿勢の問題なんか

も含めて質問していきたいと考えています。 

 １つ目ですが、地域おこし協力隊の活用で地域産業の担い手をということです。 

 本町では、この間、町の観光振興等へ３名の協力隊員を採用してきたが、結果

的にこの隊員３名は、その任期、私は任期は１年雇用ですけれども３年だと思っ

ています。最長の３年だと思っているわけですけれども、この期間を待たずに退

職してしまったことから、本町がこの制度の活用に消極的になっているのではな
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いかと心配しているところです。しかし、私は、このいろいろあった経験は、町

へも大きなお土産を残してくれたものだと信じています。 

 これまでの経過についてはそういうことですが、ただ、これまでの町のこの制

度での隊員の採用は、国の補助金を活用して安い働き手の確保という思惑があっ

たと思うし、その仕事の内容も町の思惑の中での仕事内容で、隊員の思いとは大

きな差があったと言われています。それなら最初から、裁量、自由度の高い内容

での採用をしてはどうかというのが今回の私の質問です。 

 例えば、将来の担い手の確保に不安のある分野へ、若い担い手の確保策として

など考えてはどうかということです。例ですが、これは私の分野だと思うので、

農業の担い手なんかはどうか。または空き家、空き店舗の活用と合わせて出店な

どにもつながればいいし、特に旧松岡町でいうと竹細工なんかは非常に大事なん

ではないかと思うんです。竹細工も最近ではそれを職業でやっている人はほとん

どいなくなりましたけれども、まだそのわざ、技術の継承については経験のある

人が残っているので、今のうちにやっておかないとできなくなる可能性があると

いう思いがあるからです。 

 その一つが、私の分野と言いました農業の担い手の問題です。この産業での担

い手不足は深刻な状況です。特にここに来て農業、農協改革だとして、減反に対

する補助金や米づくりへの補助金もなくし、さらにＴＰＰやＦＴＡなどで農産物

生産保護の国税の撤廃などの中で、農業の将来が全く見通せないという状況があ

ります。 

 こういう中で、地域の農業生産の担い手育成として、これまで組織されてきた

生産組合や農業法人についても一部を除いて担い手確保の将来は再生が確保でき

ないとの理由もあって、全く暗い状況となっています。唯一可能性があるとすれ

ば、葉物類、生産の園芸作物生産とか思われますけれども、これも町の対策の中

で不安がないわけではありません。 

 しかし、農業分野、担い手については、将来が見通せない中で、園芸、例えば

米の生産のオペレーター等の確保などについても考えようと思えば考えられるわ

けです。町としてこの農業分野での人材確保への農業の分野以外からのアプロー

チとして紹介、担い手の育成につなげるという方向を探れないものか。 

 さらに、六次産業の担い手も深刻な状況があると聞いています。この担い手な

ど、本当に今声を大にして担い手を探していますけれども、そういう担い手の確

保についても考えてはどうかと。 
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 これらについては、素直に、率直に、他の成功例に学べばよいわけですから、

そういう点で町としてどう考えているのか。先ほどの地方創生の事業の中でも体

験型の問題とか、ほのぼの何とかとかいうことでやっている点もあるんですが、

僕はそれだけではもうなかなか集まらない状況になっている、そういう中での提

案です。いかがでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（野﨑俊也君） 地域おこし協力隊を農業の担い手にというご質問でござ

いますが、これにつきましては、以前、９月議会で朝井議員さんからもご質問い

ただいて、他の市町のところをちょっとお調べさせていただきました。ただ、隊

員の将来における農業の所得の保障と定住を踏まえた上で募集し、雇用を行うこ

とが重要であるというふうに考えております。 

 また、単に農作業としての雇用ではなくて、独立して農業経営を行えるよう育

成する基盤整備も必要であるというふうに考えております。 

 本町の農業分野に都会の若い力が加わるといったことは新たな発見や発想にお

いて活性化が期待できる面もあるとは思いますが、まずは地元の要望がしっかり

把握しなくちゃいけないと思いますし、またこれについては六次産業も含めまし

て、今後の事業において効果的に利用することも視野に入れなければならないと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） 農業関係の事業としては若手の新規就農、担い手育成として、

例えば１５０万円、３年支援というのが事業としてあるわけですね。ところが、

この就農者の範囲というのは、地域の農業者の指定か、主に地域につながる人に

限られてくる、そういう限界があるわけです。それなら農協がやればと言う人も

いるんでしょうけれども、例えば池田町の例などを見たり聞いたりしていますと、

行政が行政の事業として取り組み、一定の実績を上げているという長い歴史があ

ると思っています。 

 と同時に、あとは一部地域で、例えば上中の農楽舎というんですか、こういう

ようなところなんかもそういうことで地域の担い手が育てばいいなということで

長い目で取り組んでいるのがあるんですが、現実的にはそういうのがなかなかな

い状況があります。 

 例えば空き家や、今地域で重荷になっている農地を単純に生産組織に中間管理
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機構を通じて任せてしまうのではなく、町や農業委員会が間に入りあっせんをす

る。特にこの地域で園芸を取り組む若い担い手をこの事業で公募したり、さらに

は他の活用法を探っていってはどうか。これはやっぱり農業を実際やっている人

たちではなかなかつかみきれないところなんですね。ここはやっぱり行政として

の非常に大きい、そういう国の制度もあるわけですから、そういうようなのを活

用するところに非常に大きい意味があるんではないかと思っています。 

 これらを協議するために、私は町、農業委員会、そして農協、ＪＡですね、農

家組合等、関係組織で協議する。やっぱり協議する期間みたいなのを設けて活動

していく必要があると思いますし、特にＪＡが合併してしまう、県下１ＪＡにな

ってしまう前に、やっぱり市町村単位で残っている間に取り組むことの重要性を

きょう訴えたいと思うんですが、その辺はいかがでしょう。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（野﨑俊也君） 議員さんがおっしゃいます町とか農業委員会、それから

ＪＡ、農家組合等の組織ということでございますが、現在、それに加えまして国、

県が入りました組織、町の農業再生協議会というのがございます。これをうまく

組織の中で協議するということはそんなに難しくないかなというふうに思ってお

りますが、まず受け入れ側ですね。受け入れ側がどのように考えて、どのように

予防したいのかが鍵ではないかなというふうに考えております。 

 地元から担い手不足の対策等の要望あるいは相談があれば、所管課、これ総務

課さんになると思いますが、とか、このような協議会を活用して取り組んでいく

のも一つの手かなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） 相談があればということなんですが、それはないでしょう。

ないでしょうというのは、さっき言ったように、やっぱり農業者って僕は視野の

狭い人たちが多い。例えば広域でやっている広域生産組合みたいなのがあれば、

全然違うところからその働き手を確保しよう。そういう人たちにも一定の賃金を

払えるような条件をつくろうということで徹底した合理化とかいろんなことやる

わけですね。 

 ところが、地域の生産組合なんか見てみますと、その経営規模、以前は１０町

歩ぐらいやれば年間１，０００万円の収入が確保できる経営になるということで

県は奨励しました。昭和６０年代に入ったころです。ところが、そこ二、三年で
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米の値段がどんどんどん下がってきたんですね。２万数千円から一気に１万円台

におりてきました。１０町歩が１５町歩になって、２０町歩になって、あとはも

うわからんというのが県のスタンスですね。 

 そういう中で、じゃ、農業の将来への展望は持てるかといったら、生産組合も

含めて、最終、担い手がいなくなったら、そこで地域で責任持ってやってもらお

うという発想ですよね。で、福井県の場合は、認定農家、個々の認定農家への支

援というのはほとんどなかったんです。国の制度としてはあっても。それ、生産

組合一辺倒だったわけですね。それが認定農家への個々のいろんな資材確保とい

うんですか、農業機械確保の補助金というのはずっと後になってから出てきた制

度です。こういう中で、現在ではもうほとんどそういうのもないですわね。 

 そんな状況の中でのことですから、新しい担い手の人たちを、相談があればっ

ていう事態になったら、もう生産組合の維持が困難になったときではないかなっ

ていう不安がやっぱりあります。そういう意味では、積極的に行政がこういうの

もあって、確保するときには広い視野で都会からこっちへ来てくれる人も出るか

もしれないから一緒に考えてみんかっていう提起、提案もぜひ。僕らもそういう

ことを農協で今言っていますけれども、なかなか農協は自分のところの職員にす

るには、職員採用ですね、広域で募集していますので、そういうオペレーター的

なのは確保できるかもしれないですけれども、独立して園芸なんかに取り組むと

いう人を見つけようと思うことは、やっぱりそれは農協の仕事としてはちょっと

外れるわけですから、なかなか難しいと思います。その辺、行政としてぜひ考え

てほしいということです。 

 もう一つ、一つは六次産業で人材確保でどうかということです。これは、これ

までの実態からいって、県も町も六次産業で将来見通せということで支援してき

たと思います。まあ、知らぬ間に直売所の前にハニーなんかの出店を奨励すると

いうようなこともあったりして、現実的にそういうところで頑張ってきた人たち

が、その影響の中でやっぱりもうこれで先はそんなに見通せないんではないかっ

て愕然としている面があるんですね。 

 以前から担い手、次の担い手をということでいろんなところに働きかけたり、

声を上げてきています。そういう中でも、なかなか担い手が見つからないという

状況が今あると聞いています。やっぱりそういう中で、ぜひそういう担い手を確

保する意味でも、町で支援する、それが今の時期でないかなと思うんです。 

 特にれんげの里では、売り上げはハニーができて以降、月に２割から３割のや
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っぱり売り上げ減少が続いています。加工品なんかも、これ、六次産業で頑張っ

ているわけですが、本当に資材を投じてやってきた人たちがやっぱり愕然として

いる面がありますから、その辺どうなのか。 

 もう一つ、例えばそういう人材確保する意味で、農業高校とか食品加工、栄養

士養成校等への紹介だって僕はあると思うんですね。それをできるのは、やっぱ

りひとつ行政ではないか、紹介ができるのは行政ではないかと。 

 私の同級生なんかで言うと、私は茨城のコイビシ学園というところ出ています

けれども、秋田出身の同級生が大分県に開拓に入っている。夫婦ともうちの同級

生でしたけどね。当時、今から何十年も前の話ですけれども、４ヘクタールを８

００万で購入して入ったというような経緯もある。それは意欲のある人たちもや

っぱり中にはいるわけです。新規就農を単に外から見ているだけでなしにという、

地域をやっぱりきちっと支えていく人たちをつくっていく意味では、ぜひ行政に

期待しているところです。 

 隊員の採用に当たっては、町の人手を安くというんではなくて、趣旨から言っ

て、必要としている分野を広く町内から探して、求人という発想をしてはどうか

と思っています。その際、採用時に、その人がこれからやっていく。これはさっ

きあったんですが、例えば事業の中で農業体験とか、ほのぼの移住とかっていう

のは一時期、この町にいてもらって、状況見てもらうという話があったんですが、

それらに合わせてみると、例えば１週間程度の実習、それは労賃払ってのことで

すが、農業の場合は。そういう実習等も行い、適正というか、本人の意向確認、

相性も含めて確認の上という条件なんかつけて、協力隊員なんかを募集してはど

うかと思うんです。 

 これはずっと今一気に言ってしまいましたけれども、何かぜひ町で取り組んで

いただけるかなと思うことがあれば、答弁願います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（野﨑俊也君） 農業分野におきましては、本町で永続的に農業に携わっ

て、担い手不足の解消や農業生産の増大につながるなど、地域の担い手の中心と

してそういう立場でお願いしなくちゃいけないかなっていうふうに思っておりま

す。 

 もし採用するという段階になれば、やはり農業というのは１年やそこらでマス

ターするものではないので、やはりこういった実習等も含めて十分に本人の意思

確認が必要ではないかなというふうには考えます。 
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 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） この地域おこし協力隊は３年間、３年後からは独立していた

だくか、そこで雇用を結んでいただくかという、そういったことにもなります。

受けられる方が３年後の保障ができるかどうか、また３年後には独立する意思が

あるかどうか、そういったこともしっかりと確認しなければいけないのかなとい

うふうに今思っております。 

 それとあと、今おっしゃられたとおり、葉っぱ寿司とか、いろいろな特産品、

担い手がいない部門、そういったところの受け皿というのもいい提案だとは思い

ますが、その後、やはりその３年後、そこの給料を払える体制になるのか、それ

ともまた葉っぱ寿司をこれから引き継ぐ人材ができるかとか、そういったことが

非常に大事になってくると思います。 

 やはり地域おこし隊の働かれる方の意思というものも大切だと思いますし、受

け入れる側の意思も大切だと思います。今、町がこういった補助を出してきてく

ださいというのも少し無責任なところもあるかなとも思いますので、そういった

担い手が欲しいとか、こういった事業展開の中で、その後、こういった育成が必

要なんだという提案をいただければ、積極的にこの地域おこし協力隊の募集とい

いますか、そこに乗っかっていい人が来てくれればというふうには思っておりま

す。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） 僕はちょっと今言いたいのは、基本的にはどこかで雇っても

らう人じゃないです。六次産業でも雇うんでなしに、やっぱり最終的にはそこの

中心になっていってもらう人やと思うんですね。農業でも園芸、自分でやっぱり

収入を確保して、そこで生計を立ててもらうという立場です。そういうことをや

っぱりいろんなとこと協力して見ていく必要があると思うんですが。 

 先ほど言いましたように、そういう人がいても実施体制の問題なんかで言うと、

はっきり言って、本町内に園芸をやっている人で、そういう独立してやっていく

ことを将来目指す人を育成するシステムというのは受け入れる園芸農家、米農家

もないと思います。現実的にはね。それはオペレーターとしてやっていこうと思

えば可能性はないわけではないですが、でも、それがないとなるとどうなるかと

いうと、県には今、あわらでちょっと実習やるところがあると思うんですね。そ

ういうなのをやっぱり県にもきちっと整備してもらわなあかんということです
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わ。 

 町でも、もし、そういうようなのができれば、受け入れ先をどうきちっと確保

するか。受け入れっていうのは、養成のために受け入れですね。３年後には独立

するというのが条件になりますから。そこらは町としても考えて、それは大胆に

園芸やっていくのがおもしろいんでないかということで提起してもらえばいいと

思うんです。 

 どうしてそんなこと言うかっていうと、これだけ働き方改革が働く者の生きて

いくというんですかね、生活していく上での大きな財産になり得るんかっていう

と、どうも人間消耗の時代に入っているんではないかと。こういう中にあって、

農業というのは人間のやっぱりサイクルに合っているということで、農業に希望

を見出す人たちも結構いるようですね。だから、取りつく島がないからなかなか

そういうようなところに来れないっていう条件があるので、そういうところをど

こか開拓することも考えてはいいんでないかと。そこが大事なところだと思うん

です。 

 ただ、僕が言ったのは、農業の分野だけです。ほかの分野でも技術継承を考え

ると、今やっておかないと難しいところがあると思うんですね。そこを考えるの

が僕は町ではないかというので、町長の言う町の産品のブランド化の問題でも大

事なことやと思うんです。やっぱり地域によっては、例えば竹細工なんかは、そ

れは一つの工芸品。ただ、生活必需品だけでなしに、一種の工芸品としてすごい

価値を持ったものをつくるような人たちが育っているところ、産業になっている

ところもあるんですね。そういうことを今やろうと思うと、今しかないという時

期ではないかと。そのことを提案して、ぜひそういうことも含めて取り組んでい

ってほしいと思いますが。最後に何か答弁あれば。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（野﨑俊也君） 議員さんおっしゃるように、まず現状しっかり把握して、

どういったところに担い手が必要としているのか、そういったことをまず調査確

認した上で、それに適した人材確保のために何らかの方策を考えなければならな

いというふうに考えます。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 担い手を求めるニーズがあるかどうか。例えばこれがまちづ

くり会社の事業として成り立つのであれば、地域おこし協力隊の人に来ていただ
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いて、その農業の担い手を賄うという。３年間終わった後は社員としてそのまま

また農業のお手伝いといいますか、そういったいっとき仕事になりますので、そ

ういったお手伝いができるか。 

 ただ、そういったニーズがあるかどうか。そして、受け入れたときに本当に責

任を持って３年後雇用できるかどうか。また、まちづくり会社の今の現状でそれ

を受け入れることができるかどうか。そういったいろいろな全ての面で考えてい

きたいと思います。 

 本当におっしゃることはよくわかりますので、またいろいろな情報を集めて考

えていきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） ２つ目の質問に入ります。 

 １つ目がちょっと長くなり過ぎたんで、３問目をまともにできるんか、ちょっ

と心配ではありますが。 

 ２つ目は、今回の質問のメーンです。債権管理（回収）？――これは疑問符を

つけてありますが――条例制定の狙いはということです。 

 まず、この条例制定の目的はということですが、それでこの条例制定、新たな

提案があるというなら、ある意味、十分な審議、審査が必要ではないか、そう私

は思っています。どうして来年の４月からの実施、期日にこだわるのか。 

 本町の債権管理の問題等については、町から示されてきたわけですけれども、

そのことから町は本条例の制定等については以前から示しているということを言

われています。しかし、条文が示されたのは１０月の全協だと思っています。そ

の条文の内容の吟味も理解もできる期間が欲しいというのが私の立場ですし、そ

ういうのはちょっとわがままなんかなって行政に聞きたいぐらいです。 

 ただ、今回の条例の提案、その趣旨の説明を聞いていると、町の新たな提起、

提案が示されている。示されているのは、この条例、生活債権型のものとしたい

という、その趣旨については高く評価するところですが、新たな提起ですから、

これまでの町のやり方への評価というか、総括や反省もその提起も中に必要だと

いうことになると私は考えています。 

 確かに、これまで町の取り組みが怠慢だったという税務課長のきのうの答弁も

ありましたけれども、その辺はちょっと別にして、この点を私、これまでの総括

ですね。本町のこれまでの取り組みの中からも十分ではないと思っています。そ

の辺、まず説明を願いたいと思うわけです。 
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 生活再建型というのですから、その筋の放送関係者に条例の内容や他条例等々

との整合性確保のために吟味してもらっているのか、まずこの点聞きたいと思い

ます。 

○議長（齋藤則男君） 税務課長。 

○税務課長（歸山英孝君） まず、この条例についてでございますが、そのほとんど

の条文が徴収手続についてのものでございまして、地方自治法や地方税法、民法

などに規定している事項について改めて条文としたものでございます。 

 また、専決処分の条項についてでございますけれども、これも地方自治法の規

定に基づいてお願いするものでございます。 

 独自規定でございます第１９条についてでも、これ、生活再建型滞納整理につ

いてなんですけれども、昨年の１０月の債権の一元管理の調査研究報告の中で、

永平寺町型滞納整理ということでお示しして以来、機会あるごとにご説明申し上

げたところでございます。 

 これまでの総括やら反省ということでございますけれども、平成２６年度、多

額の不納欠損をいたしました。このことへの反省から、その後、法に基づく滞納

処分に努め、滞納繰越分の調定額は、平成２９年度当初で１億切るというところ

までなりました。しかしながら、生活困窮の滞納者につきましては、一時的に滞

納は解消しても、また再び滞納を繰り返すというような、そういうような問題に

も直面しているところでございます。この問題を抜本的に解決したい、解決する

のが行政の責務であるという思いから、本条例に生活再建に資する指導助言の条

項を入れさせていただいたものでございます。 

 本条例案につきましては、これは行政法のプロであります福井県情報公開法制

課並びに坂井市、あわら市の徴収関係のアドバイザー的立場の春江法律事務所の

今井弁護士、あと金沢国税局のＯＢの方に関係法令との整合性、表現方法等全般

にわたり見ていただきまして、問題はないとのご意見でございました。特に今井

弁護士は第１９条について、永平寺町の生活再建に資する強い意思があらわれて

いるというような評価でございました。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） 確かにそういうことを聞くとそれなりに整ったことを一通り

やられているのかなっていう思いにもなりますが、例えば県の法制課に聞いてい

るということですが、県が今やってる滞納徴収機構のやり方なんていうのは、あ
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る意味、徴収事務としては最低ですわね、やり方。 

 これは皆さんご存じのことと思うんですが、こういう新聞報道があったのはご

存じですか。これは福井市新聞やと思うんですが。「給与口座残高０円」「地方

税滞納過酷取り立て」「強権的な徴収」「違法判決も」ということであったんで

すが、現実的には税法上、たしか税の国税徴収では少なくとも３カ月間の生活に

ついてはきちっと残さなあかんと。しかし、県の言い分、何かここで書いてある

のを見るとほかの県では、一旦口座に振り込まれたお金についてはもう財産にな

ると。だから、生活費とは別やと。だから差し押さえるんやっていう口実らしい

んうですが、ある意味、県のそういうなのを補っているところの相談を受けてつ

くられる条例が、それがいいっていう判断には一応私はならんのですね。そのこ

とについてちょっと言わせていただきます。 

 生活再建型、これが説明どおりなら、これは今までの本町の税金等の徴収の画

期となるものだと評価したいところです。これまで本町での取り組みはどうだっ

たのかは、私はその取り組みのこれまでの経験から出発するし、町もその点から

評価と説明が必要やと言いたいわけです。 

 私も議員して３０年以上になりますけれども、そういう経過を見てくるとどう

か。 

 少し見てみて、１つは、滞納徴収、たしか高志協議会というのを設けていたの

は昭和５０年代から６０年代にかけてあったと思うんですが、これを始めた理由

は顔見知りへの滞納徴収はやはりやりにくいから、差し押さえも含めてやりにく

いからというものだと聞いています。しかし、自分の自治体で税金の徴収をやり

にくいからほかの町の職員にやってもらうというやり方については、当時、全国

的にも批判されて、そのうちにやめてしまったという経緯があります。 

 ２つ目は、滞納者名の公表条例を旧松岡町でつくったところです。あわせて、

町の実施する学習サービスの制限というのもやりますと。これは町政に不満があ

るからと多額の滞納をしている業者がいたことから、これを思いつき、さらにサ

ービスの制限を加えたと。これについては法曹界からは極めて強い批判というか、

不評だったことを覚えています。これには群馬県の太田市や神奈川県の小田原市

を視察に、私、小田原市は行ってないですけど、太田市には視察に行った覚えが

あります。 

 ３つ目は、現在もやっている県の滞納整理機構のやっていることと町の姿勢で

すね。今の差し押さえの問題等については、これまでも随分問題にもされてきま
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したし、新聞等でも報告されているとおりです。このやり方を町はやっぱり追認

してきたわけです。 

 ただ、これまで聞いていますと、どういう案件について県の滞納整理機構にや

っているかという、ここの報告は一つもないんですね。それはやっぱりやってき

たことへのきちっとした総括をするのは、今度の条例制定では必要なんではない

かと。ただ、心配なのは、そういう思想といいますか、徴税のやり方の考えの根

底に「滞納者は皆悪質者」というものはないか。これは非常に心配なところです。 

 だから、言っておきますよ。今度の生活体験型の条例という意味では非常に評

価するところです。しかし、取り組みをやってきた経験から見ると、僕はにわか

に信用できませんよというのが実態としてあるわけです。ここをやっぱりきちっ

と解決するように説明してほしいということですね。つまり、これまで町のやっ

てきたことや、新しい取り組みはどうだったのか。結果的に、有無も言わさぬ徴

収の強化の方向ではなかったのか。 

 一方、私は毎年のように、その滞納者の状況を議会に報告するようにと言って

きましたし、滞納についても不納欠損の扱いをきちんと行うようにしてきたつも

りでいます。しかし、その内容、または状況についても十分に説明されることは

あんまりなかったように思うんですね。最近ちょっとありますけれども。 

 住民税、国保税の合計でも２億円を超えてしまった。もう２億４，０００万ま

でぐらい僕は覚えているんですが、それでも放置してきたわけです。これは町が

ですね。この間、県の滞納整理機構への話は出てきているんですけれども、どん

な案件を任せてきているのかは、先ほども言いましたように説明がない。 

 そして、説明の中で生活再建型としたいという言葉としては、先ほど言いまし

たように評価するんですが、県の徴収機構のやり方、これは本当にひどいという

ことをよく聞いているし、悪評も高い。それも、相手を知らないから、声も聞か

ずに強引にやっているんではないかということは、県会でも指摘されていると思

うんです。特に、これ、本町なんかは結構納税者と滞納者と相談をして、分納な

んかをやっていると。それでも町はどう思ったのか、そういう人も含めて県にお

願いする中で、分納していてもそれは町でやっていたこと。この徴収機構ではそ

ういうことは考えないということで、強権的に差し押さえしたりっていうのがよ

くやられていると聞いています、県では。 

 こんな状況から、いきなり今回の提案。これまでの本町の取り組みへの評価も

ないことから、率直に私から町に伺います。生活再建型といっても、にわかに信
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じられますか、私の立場からいったら、それを題にしたいんです。それらをきち

っと説明する責任が町にはありませんか。 

 だから、今回の新たな条例や提起、提案の中に、本当に生活再建につながるの

か。逆の狙いはないのか。きちっと見きわめるのが議会の役割であり、議員の仕

事だと私は思っているからです。十分な調査研究の時間も欲しいし、町の十分な

やっぱり報告も欲しいと思っているんですが、いかがでしょう。 

○議長（齋藤則男君） 税務課長。 

○税務課長（歸山英孝君） 地方税滞納整理機構、今、新聞の記事なんですけれども、

たしか宮城県ではなかったかと思うんですけれども。県外、例えば鳥取県などで

も、差し押さえ禁止財産である児童手当を差し押さえて裁判で負けているという

ようなこともございますし、新聞に載っていたように、宮城県でも給与口座丸々

差し押さえたというようなことをやっている県もあると聞いております。しかし

ながら、福井県地方税滞納整理機構、私も１年ほど勤務してたのでよくわかって

ございます。議員さんは機構のことをあたかも鬼ケ島のごとくおっしゃられます

けれども、決して身ぐるみを剥ぐようなことは行ってございません。国税徴収法

に禁止されている差し押さえ禁止財産の差し押さえについては一度もやったこと

がございません。 

 また、同様に、先ほども申し上げましたけれども、不納欠損しなかったことへ

の反省からも、やはり町の税務課としても納めない方からは、これはきちっと法

に基づいた滞納処分を行ってまいります。ただし、納められない方について、こ

れは何とかして助けてあげたいという、そういう思いがこの仕事を続ければ続け

るほど強くなってまいりました。そこで、今回、生活再建型の本条例のご提案を

申し上げたということで、何ら今までの事態と矛盾しているところはないのでは

ないかなと考えているところでございます。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） そう言いますけど、僕は今までやってきてどうなんかという

ことについては十分評価、町として評価する必要があると思っています。 

 例えばこの条例の中、１９条に生活再建型ということでその条文が加えられて

いますけれども、その根拠、趣旨はすごくいいんですけど、この条例のどこがそ

うなっているのかというのは、そのフロー体制も含めて示してもらわないと、そ

の形が見えてはこないと思うんですね。だから、具体的に示してもらいたい。 

 例えば、いや、そういう弁護士にって言うんですけれども、弁護士によっても
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１８０度違いますからね、姿勢は。だから、そこをきちっと見ているっていう話

も聞きましたよ。でも、どこの弁護士にかかるかっていうのは弁護士会では僕は

一般的でないと思いますし、例えば法律相談に来た弁護士は、そこで受けた相談

なんかを自分で受けることはできませんからね。そういう相談事を数多くやって、

いろんな状況を聞くというのもできないと思うんですね。 

 また、ほかの自治体の条例と比べて本市の条例の特徴はどうなっているのかと

いうことなんかもあるんですが、この条例、案分、弁護士に見てもらったってい

うのは初めて聞いたですね、今。今回、僕初めてやったと思います。 

    （「どの弁護士」と呼ぶ者あり） 

○９番（金元直栄君） いや、どの弁護士なんていうのは聞いたことないですよ。初

めてやな。 

 いや、聞いた人がいるんなら問題ですよ。言っておきますけど。なかったです

よ。だから、そんなことをきちっとせなあかんですし。 

 ところで、この条例により、現在の段階で対象となる債権額とか、それぞれど

れだけの額となっていると思っているのか、そんなことの報告も聞いたことはな

いんです。大体、３００件でと言うんですが、金額がそれぞれ公債権や私債権も

含めてどうなっているのかっていうのは聞いたことがないですね。そこはやっぱ

り条例制定と、その狙いを定めていく上では、そんなやっぱり丁寧な説明も必要

なんじゃないですか。具体的に、見えるように。 

○議長（齋藤則男君） 税務課長。 

○税務課長（歸山英孝君） 生活再建型の根拠というのは、第１９条ですね。生活再

建に資する指導助言の条文で生活再建型の滞納整理について規定しているところ

でございます。 

 生活再建型滞納整理というのは、生活困窮滞納者に対してこれまで滞納処分の

執行停止を経て不納欠損をもって完成していましたが、さらに一歩踏み込んで生

活困窮者の担税力の回復を目指すというものでございます。 

 フローですけれども、前回の全協のときに図でお示ししたかと思うんですけれ

ども、例えば生活困窮者と申しましてもいろんなタイプがありまして、例えば病

気等により生活困窮に陥ったものについては、例えば社協に紹介して生活資金の

借り受けを受けさせるようにするとか、あるいは勤労意欲のないものについては

健康福祉センターですね、県の健康福祉センターに窓口相談の専門員がございま

すので、そちらに引き継ぐ。あるいは、多重債務に陥っている方については弁護
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士あるいは司法書士、ファイナンシャルプランナーなどに引き継ぐことによりま

して、債権の解消と、あと家計のつくり直しなんかを目指していきたいというよ

うなことを考えているところでございます。 

 条例の特徴でございますけれども、ポイントとして３点ございます。 

 まず、１２条の専決処分についてでございますが、議決事件であります訴訟の

適否について専決処分をお願いすることによりまして、機能的に処分が行えると

いうことになります。これは主に裁判所名で債務者に対して督促状を送付する支

払督促を念頭に置いてございます。 

 次に、第１８条債権の放棄でございますけれども、私債権につきましては時効

の援用を要しますので、時効の援用を、例えば行方不明者などですともう永遠に

債権を管理することになりますので、これについては債権の放棄ができるものを

うたってございます。 

 最後に、第１９条生活再建に資する指導助言でございます。これは生活困窮者

の担税力を回復するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） 条文についてはまた後から聞きますけれども。 

 これまで本町の税条例の運用上、問題のあった点等は、これまで私、議会で何

回か質問してきたことがあるんですが、その一つが税の減免条項の問題ですね。

たしか５１条。この適用が、一般的には大災害と町長の判断に委ねる。いろいろ

項目ありますけれども、最近、少しそれが条項ふえたんかなって思わんでもない

ですが、そういう状況になっていると思うんです。 

 本条例を生活再建型というんなら、この条項の見直しも今回の条例制定時のか

なめとなる案件だと私は思っています。大災害と首長の判断に委ねるというので

は、首長がかわったらどうなりますかという問題もあります。 

 具体的には、例えば、これは一つの例ですが、ＴＰＰや国の経済対策による事

業破綻や廃業、例えばまた介護離職、さらには病気での収入減、会社の倒産、今

日にあっては解雇等々の扱い等についてはいろんな問題もあるんですが、この条

項もきちんと項目上げてやっぱり整備すべきでないですか。ここが全国的にもい

つも問題になっているということが報告されているわけですね。その辺いかがで

しょう。 

○議長（齋藤則男君） 税務課長。 
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○税務課長（歸山英孝君） 税の減免規定についてでございますけれども、本条例は

徴収の手続に主眼を置いたものでございまして、減免につきましては賦課におけ

る規定、課税するときの規定となりますので、これ、債権管理条例とは切り離し

てお考えいただきたいなと思っております。 

 なお、生活債権に資する本条例の条文でございますけれども、第１６条履行期

限の特約等で生活困窮を理由に履行期限を延長する特約について規定してござい

ます。 

 また、第１７条免除では、生活困窮等を理由に債権の遅延損害金及び債権本体

そのものを免除する旨が規定してございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） 私は、生活再建型と言うんなら、この問題もやっぱりきちっ

とこの際整備すべきだと思います。そういうことがあれば、ある意味、それなり

の対策が生活再建という形で取り組める条項になるので、新しい条例を設けるこ

とも必要ですが、そういうところできちっとフォローすることも大事だというの

はこれまで質問してきているのでご存じはないかなと思うんですが、その辺はど

うなのか。ここは大事なことやと思うんですね。 

 あと、例えば、いわゆる国でいうと緊急対策事業なるものがいろんなところで

あると思うんですが、これらの多くは国の施策への、いわば国の緊急の対応です。

何か問題があったからこそ、国が特定の分野へ救済措置を行うというのがこの事

業の特徴やと思うんですが、言いかえれば、災害時の激甚災害指定といわゆる同

じような経済対策版だと思うんですね。円安の場合なんかも国の誘導でやられて

いる面がありますし、畜産農家なんかですと関税がなくなって……。畜産農家と

いうのはそういう国の経済対策に非常に左右されて、ある意味、自殺者も非常に

多い分野でもあるんですが。こんなところを見ていると、そういう事業もやって

おるわけですね。 

 そうなってくると、町も単にそういう新たな条例の中で条件を満たしたらやる

というんじゃなしに、税条例そのものの中できちっとやはり条例の条項を見直す

ということも、僕はやってほしいと思うんですが、それはいかがでしょう。しな

いということでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 税務課長。 

○税務課長（歸山英孝君） 税条例につきましては、上位法として地方税法がござい
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ます。地方税法の規定にないものを税条例に規定するということは、これは例え

ば交付税の面ですと永平寺町その分余裕があるんだなというような捉え方をされ

て、いろんな方面に影響が出てくると考えられますので、その点については慎重

に取り組む必要があると考えているところでございます。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） あと、条文の中でちょっと疑問なところがあるんです。今１

つだけ、町はそう思って考えているのかというのは１３条ですね。履行期限の繰

り上げ。繰り上げっていうのは、町にとって繰り上げ。繰り上げというのは、い

つ幾日までにやれと言ったのを、いや、もっと早くちゃんとしろっていうことや

から、債権者にとってみると、えっ、そんな話ないやろうという町の権限強化に

なっていないのかということなんですが。まあいいですわ。 

 状況判断を求める条項が非常に多いっていうのが特徴かなと思います。条例の

目指す立場からも、公正に判断できる体制が必要ではないのかと。第三者委員会

なんかを設けるべきでないかということですが、いろいろ言いますけれども、例

えば悪質かどうかの見きわめも含めて、公正に判断できるやっぱり体制をつくる

べきではないか。 

 ２つ目は、議会に示す内容ですね。専決も含めて、訴訟も含めてですね。個人

情報との関連で、具体的にはどのような形で、どこまで示すのか。ここ何年間か

は、県の機構、本町での差し押さえの件数、その内容なんかも含めて、僕は一つ

の例として示すべきではないかと思っています。 

 また、今言ったように、町の権限拡大になっていないか。履行期限の繰り上げ

っていうのは、えーって思うんですが。 

 それと、１１条、１４条に担保の提供と保証人による保証を含むということで

あるんですが、公営住宅なんかではもう全国的には保証人つけないのが普通です

よね。保証人つけてるのがおかしいというのが普通の状況で、本町では、一時期、

それは見直そうということで、１人今保証人がいればいいようになっているんか

な。少なくしてきた歴史はあるんですが。それはもう歴史的に古いと。なくする

のが普通だというのが公営住宅の一つの条件だと思っています。そんなことも含

めて、また保証人とか、それにいろんな債権を負わせることをこの条例の中でや

るのかと。 

 それと、滞納の定義です。納期を過ぎても年内納入なら悪質とはならずに、未

納者に対する遅延損害金を取るっていうことになっているんですね。納期を過ぎ
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たら。僕は年内納入なら悪質者ではないというのを少なくとも町はこれまで説明

してきたと僕は思っているんですが、それを変えたっていのは、つい最近まで知

りませんでしたで聞きもしなかったんですが。信用していて。年度内納入は滞納

なんですか、やっぱり。年度をまたいで初めて滞納になるっていう説明を行政か

ら明快に説明されていたと僕は思っているんですが、その辺。例えばその中で以

前問題になったんですが、手形で払うとしたらどうなるのかという問題も出てき

ますし。 

 最後ですが、１９条、率直に評価すると私は言いたいんですが、具体的な方向

が見えていない。やっぱりどういう人に頼むかということも含めて、随分差の出

るところですから、やっぱりきちっと消費者行政に詳しい人になってもらいたい。 

 ここはこの条例のかなめでもあると思うんですね。そのフロー体制がどうなっ

ているのかというのが最低限、この条例施工までの条件になるんでないかと思う

んですが、そこは整備されているのか。 

○議長（齋藤則男君） 税務課長。 

○税務課長（歸山英孝君） まず、判断を求められる条項が多いとのご質問でござい

ますけれども。本条例案につきましては、さまざまな上位法令がございまして、

その規定に基づき確認規定として条文化したものでございます。 

 また、運用面におきましては、今後、事務取扱要領あるいは債権管理マニュア

ルを作成し、統一的な事務処理基準を示させていただく予定となってございます。 

 また、債権所管課同士の横断的なつながりが重要となってまいりますので、例

えば、仮称ですけれども債権管理推進委員会というものを組織して、各課の債権

管理状況について確認していくことも重要であると考えているところでございま

す。 

 議会にお示しする内容とのご質問でございますけれども、議会にお示しする内

容については、第１２条専決処分においては専決処分書で報告することになりま

す。 

 第１８条債権の放棄については、債権管理条例施行規則第１４条で規定されて

いるとおり、債権の名称、放棄した債権の額、放棄した理由、その他必要事項を

ご報告申し上げます。 

 差し押さえの件数等については、今後、ご報告していくことになろうかと思い

ます。 

 町の権限の拡大につながらないかということでございますけれども、これ、１
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３条の履行期限の繰り上げ、１４条の債権の申し出、これ、税務課で通常業務で

やっている業務でございますので、今現在、税務課ではやってございます。住民

全体の財産でございます債権の保全は当然のものと考えているところでございま

す。 

 遅延損害金ですけれども、延滞金につきましては、平成２６年に納税組合が解

散したときにご質問の中で延滞金はどうするのだというご質問いただいた中でき

っちり、それまでいただいてなかったものを今後いただきますというようなこと

で、本会議の場でご回答いたしました。 

 遅延損害金でございますけれども、やはり９割以上の住民がきちんと債務を履

行している中で公平性を担保することからもきっちりいただくべきものであると

考えておりますし、やはり民法に規定されているものでもございます。 

 第１９条生活債権に資する指導助言についてでございますけれども、これ、先

ほども申し上げましたとおり、さきの全協でも図にしたもの、余り見やすい図と

は言えなかったかもしれませんけれども、お示ししましたし、また弁護士等につ

いてはやはり弁護士会等とも詰めていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） もう時間もないんであれなんですが。 

 説明はやっぱりちょっと、例えば上位法に例があるからというんですが、例え

ば条文の中でそれが認められるときというのは、その認められるという判断を誰

がするのかという意味では、そういう条項の多いのは気になりますし、そこはき

ちっとやっぱり一つ一つ説明すべきでないかと思います。 

 内容を見てみましても、僕は、例えば今の納期過ぎて年内納入なら悪質者でな

いっていうことを言ってきたのは、２６年のその説明だけでなくすって、全部も

らうんやって言ったっていうことは、僕はそういう認識はありませんでした。そ

ういう説明は聞きましたよ。覚えてます。そういうことをなくすっていうことを

何人かが質問してきましたからね。 

 でも、そういう人も含めて、納期を過ぎれば悪質者か。滞納者と言われるのは

僕は心外やと思いますね。やっぱり年度超えてからやと思うんで、そこはやっぱ

り町としてもそういう納税組合に対するそういう問題なくす中での問題ですか

ら、僕はそれはあんまりいいことやと思いません。 

 ただ、最後に聞きますけど、現在の町民税の徴収率、２８年度末でたしか９８％
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近いです。９７．８％とか言ってたと思うんですね。今税務課はそのことを圏内

でもトップクラスの徴収率やということを言われています。でも、この徴収率を

どこまで引き上げるつもりか。いや、本当にこれ大事なんですね。これ、１００％

にするっていうのが本当にいいのかどうかっていうことも含めて考えなあかんの

ですが。 

 僕は、例えば国保税、全国で言うと９割ちょぼちょぼというところが多いです。

今６００万人ぐらい滞納者がいるって言われている国保料ね。ところが、そうい

うのを、じゃ９８％まで上げるとどうなるか、どういうことが生まれるかという

ことも含めて考える必要があると思うんですが、その辺は最終目的はどうなのか。

本当に町民の生活再建も含めて、ここできちっとしていける体制がとられるのか。

全体としては説明もまだ曖昧やと思っています。その辺どうなんでしょう。 

○議長（齋藤則男君） 制限時間を超えましたので、最後の質問にしてください。 

 税務課長。 

○税務課長（歸山英孝君） 徴収を担当する者としては、やはり徴収率１００％を目

指すということは、これは当然のことだと思っています。ただ、現実的には１０

０％を目指すために、例えば１０人も２０人も税務課に張りつけてもらうという

ことになりますと、これ、他の住民サービスとの兼ね合いからも非常に不合理で

あるということから、やはり今いる人員の中で精いっぱい徴収率を上げる努力を

していくことが大事ではないのかなと考えているところでございます。 

○９番（金元直栄君） 一言だけ言わせて。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 今、滞納率のお話になっておりますが、例えば今これが福井

県で一番高い滞納率ですと、またそれはそれで指摘を受けることになります。今

回、滞納率が低くなってきた。その中で、本当に血の通った、そういった行動を

起こしているのかというのが金元議員のおっしゃりたいことだと思いますが、そ

ういったことまでしっかりと一人一人の悪質ではない、何らかの理由がある人の

ためにこの１９条を今回設けております。やはりしっかりと払わない方じゃなく

て、払えない方、こういった方のお話を聞くことが、また生活の再建をしていた

だく、そのためにこの１９条があると思います。 

 今回、規則ではなしに、条例にこの１９条を載せたということが一つのこうい

った血の通ったやり方、これを意思を表示する意味でも、この条例化ということ

をご理解していただきたいと思います。しっかりと、やはり９８％の方がしっか



 －199－ 

りと納税をしていただいておりますし、ただ、亡くなられたり、行方がわからな

くなったり、そういった方があるのも事実です。そういった中で不納欠損すると

ころは毎年しっかりとしていく。そして、時効が成立しないようにしっかりとお

話をさせていただく、そういった取り組みの中で、やはりこの条例化というのは

しっかりと町民のほうを見た滞納をしていくという意味でもぜひご理解をお願い

したいというふうに思っております。 

○９番（金元直栄君） ちょっと最後に一言だけ。 

○議長（齋藤則男君） １分以内にまとめてね。 

○９番（金元直栄君） 今答弁いただきました。現実的に僕が言いたいのは、これま

で町がやってきことをきちっと振り返って、やっぱりその上に立ったものかとい

うことでないと。いや、こういう条例つくった上で、また徴収強化で１００％集

め切るんやということになってくるとまた問題ではないかと思う点があるからで

す。 

 これまでやってきた僕の議員歴から言うと信用できないところがある。それに

ついては、ちゃんと説明責任を果たしてくれということなんです。評価してくれ

ということなんです。でも、そういうのはまだ聞かれてないんですね。 

 ただ、不納欠損にしてこなかったということへの怠慢については聞きましたよ。

そこらは十分、僕は悪質者かどうかということも含めて論議してほしいと思うん

です。払いたいと思っても払えない人たちをどうするかということが今大きな問

題になっています。社会的にも非常に大変ですから、その辺は今町長が言われた

ように、町民の立場からこの条例が生かされるようにしていくためにもやってい

っていただきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 暫時休憩をいたします。 

（午後 ３時２９分 休憩） 

────────────── 

（午後 ３時４０分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、２番、滝波君の質問を許します。 

 ２番、滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） それでは、私、最後の質問者になりましたが、通告してあ

る２点について質問をさせていただきます。 
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 まず１点は、若者の政治参加と主権者教育。２つ目には、減らないいじめ・虐

待。本町の取り組みはということであります。 

 初めに、政治参加の第一歩である選挙投票、選挙権が１８まで引き下げられて、

２回目の国政選挙となった１０月の衆議院選。全国では１８、１９歳の投票率は

昨年の参議院選が５４．７％に対し、ことしの衆議院選は５３．６８％と後退し

てしまいました。 

 そこで、まず本町の１８、１９歳の投票率の推移はどのようになりましたか。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（小林良一君） まず、１０月２２日に行いました第４８回衆議院議員総

選挙小選挙区の投票率でございますが、当日の有権者数は１万５，６５１人で、

投票者数は９，６１８人で、投票率は６１．４５％でございました。その中で、

１８歳の当日の有権者数は２０７人、投票者数は１１２人、投票率は５４．１１％

でございました。１９歳の当日の有権者数は１８３人、投票者数は６５人、投票

率は３５．５２％でございます。１８から１９歳、２つ合わせまして、当日の有

権者数は３９０人、投票者数は１７７人、投票率は４５．３８％でございました。 

 また、昨年、７月１０日に行われました第２４回参議院議員の通常選挙の選挙

区選出議員の選挙の投票率でございますが、当日の有権者数は１万５，８５９人

ですね。投票者数は９，６４５人、６０．８２％でございました。それで、１８

歳の当日の有権者数でございますが、１７６人、投票者数は８４人、投票率は４

７．７３％でございます。１９歳の当日の有権者数は２１９人、投票者数は８０

人、投票率は３６．５３％でございます。また、１８から１９歳合わせまして、

当日の有権者数は３９５人、投票者数は１６４人で、投票率は４１．５２％でご

ざいました。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 全国平均よりもかなり下がっているという現実であります

が、ことしのほうが少し上向いているということは、ある意味、よい傾向かもわ

かりません。 

 初めて選挙で１票を投じるということは、まさに政治に参加したと少し感じら

れる体験であると思いますが、その投票率を高めるために、小学校や中学校での

学習が必要であろうかと思います。 

 坂井市では、選挙管理委員会と明るい選挙推進協議会とで「小学校みらい選挙」
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と銘打って模擬選挙を実施しています。他県の高校でも行っている主権者教育と

いう模擬選挙も行っております。そこでは、架空の生徒会長選挙で、立候補者２

名以上がおのおのの主張をし、そしてそれを聞いて投票するものです。これは、

単に投票を体験するものではなく、立候補者の公約をどのような視点でもって１

票を投じるかということを学ぶものだということです。 

 このような取り組みは、本町でも行っているのでしょうか。１８歳参政権に向

けて、その他の取り組みがあったらぜひお聞かせください。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） 今議員さんおっしゃられるように、やっぱり子どもたちが

そういう小中学校のころからそういう政治と行政、あるいは自分たちの社会の生

活とのつながりというのをしっかりと自覚して、そういう参政権というのを意識

するというのは大事なことだと思います。 

 中学校では、小学校でも中学校でも政治と我々の身近な生活というのは勉強し

ているんですけれども、なかなか座学では身につかないというようなことで、最

近、町内での職場体験とか、それからふるさと永平寺町を知る体験とか、そうい

うようなことで地域の社会、地域実態をよく知って、そして政治がどう絡んでい

るかとか、そういうことを学ぶ機会にしています。 

 それから、特に町長と永平寺町の将来について話し合うスマイルミーティング、

これについては本当に子どもたちも今の永平寺町をどうするかということで真剣

に考えてくれますし、そして町長にも鋭い質問とかも投げてくれますし、よい機

会ではないかということも思っています。 

 それから、当然、生徒会活動、児童会活動などでそういう選挙ということにも

しっかりと触れていますし、中学校などでは実際の選挙にも議員さんたちが使わ

れるそういう器具をお借りして、そして学校で、体育館でしっかりそういう手続

にのっとって選挙のあり方というのを学習していると。そういうようなことをや

って、学習は今しているんですけれども、なかなか高校、大学ということで地域

とまた離れてしまいますと難しくなっていくのかなと思うんですけれども、もう

少し実生活に即したそういう政治とのかかわりというようなのを学校で充実させ

て、そういう選挙に行く人がふえるように頑張っていきたいなということを思っ

ております。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 幼い小学生、中学生といえども、こういった体験をすると
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いうことは非常に重要だと思いますし、大人になったときの、いわゆる政治とい

うところの見方が少し変わるといいますか、正しく変わっていけたらなというふ

うに思います。いろんな取り組みをやっておられるようですけれども、主権者教

育というようなこともぜひ目を向けていただけたらなと思います。 

 ことし１０月１１日に開催された第２回福井県立大学議会について、これは県

立大学生が２０人、５グループに分かれ、永平寺町に住み、暮らし、そして疑問

に思うことを質問されていました。とてもよい取り組みだと思います。当日にた

どり着くまでに何回かの打ち合わせなどを行って質問されていましたが、学生さ

んの感想は、「初めての体験に緊張した」「議場は厳粛な雰囲気であった」「議

会が身近に感じられた」「興味を持った」「行政職員や議員が一生懸命働いてい

ることがわかった」「自分の出身地の議会はどうなっているのか知りたいと思っ

た」というような感想を述べられています。 

 当日参加された行政職員の方の感想はどのように感じられましたか。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 今の永平寺町学の一環として行われた県大議会です

けれども、学生の感想にもありますように、政治とか議会、あるいは選挙に対し

て積極的に向き合うというような形で感想をいただいております。それについて

は、非常に行政のほうとしてもやってよかったというふうに感じております。 

○議長（齋藤則男君） 副町長。 

○副町長（平野信二君） 私も同席をさせていただきましたので感想を申し上げます

と、やはり初めて議員さんの中に入ってたように、緊張した面持ちというのは本

当に感じられました。ただ、それは無理のないことで、どう言うんですかね、や

はり質問した後にこちらから答えて納得したんかどうかというのをちょっと感じ

られなかったと言うとちょっとおこがましいんですが、その辺があったかなと。

やはりもっと事前に調整をしたほうがよかったんかなということは感じておりま

した。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 今、地方自治体の議員は、議員の内定不足で大変困ってい

ます。ある１万２,０００人の人口の町で、議員が６０歳以上の方なので、もっと

若い人の意見を聞こうとネット空間町民全員会議を立ち上げ、２，０００人が参

加したというような事例もあります。そういった意味では、この学生の取り組み

は本町にとって本当にありがたいと思います。 
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 私は、当日、傍聴はできませんでしたが、ＤＶＤを見させていただきました。

特に小畑副議長の松岡班の説明は、パネルを使って丁寧に説明されていたという

好印象がありましたが、ただ、後の行政側の回答がもう少し資料とかパネルとか

使っていただいてわかりやすくしたほうが、逆に今ほど副町長が言われたとおり、

やりとりが少しできたのかなと思っているわけですが、副町長、どうでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 副町長。 

○副町長（平野信二君） 確かに質問されて、今、総合政策課の課長が答えた部分に

ついては、やはり副議長が説明したように、資料をもってするとか、事前に教え

てもらえばいろんな資料も用意できたんかなというように考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） いきなりの、通告がなかったようなことなので、ぜひ打ち

合わせをして次回はというふうに思います。 

 本年３月に制定した学生まちづくり条例では、策定に当たった福井大学生１０

名と仁愛短大生１１名、計２１名が５チームに分かれて４日間の調査研究をもと

に作成されたと貴重な条例であります。その学生の条例への思いがこもったとこ

ろが報告書の中にありました。 

 学生まちづくり条例で私たちが一押ししたい内容ということで、その中には学

生が永平寺町について知ること、楽しめることのできる意見交換のできる場を設

ける。２、永平寺町には本山を初め多くの歴史建造物が存在し、重要な財産であ

る。３、学生が気軽に集まって交流しやすい自由な場が欲しい。４、学生がまち

づくりに参画できるように一緒に協力していくこと。５、学生の現在と未来の両

方を対象にした条例であるというような思いが込められております。 

 大変本町にとってはありがたい条例でありますし、その条例をもとに、先ほど

上田議員の答弁でありました、さまざまな活動が実を結びつつあるという現実で

あります。 

 ぜひ、今回やられました若者の学生の議会、本町にとっては非常にありがたい

提言をしていただく場でもあります。 

 もう一つ言うならば、先ほど言いましたとおり、議会と政治というふうに若者

が目を向けてくれることによって議員のなり手不足というのがどこかで解消でき

るようにつながればなと思っております。今後のこの活動について、行政側が主

体ではないということでありますが、ぜひ継続をしていただきたいなと思います
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が、いかがでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 今回は、永平寺町学の一環でこの議会で県立大学の学生さん

に授業を受けていただきました。ほかにも、今、志比北振興会に行って志比北の

課題を話し合っていただいたり、健康長寿クラブの皆さんとの取り組みをお話し

していただいたり、また、よその視点からということで森ビルさんが「東京から

見た永平寺町」という視点でお話をしていただいた。いろいろな角度で学生にお

話をしていただいています。 

 また、その模様はビデオに撮りましてケーブルテレビで町民の皆さんにもいろ

んな角度から見た永平寺町を永平寺町学ということで発信もさせていただいてお

ります。 

 また、来年も県立大学とのお話になりますが、この永平寺町学ができればいい

と思いますし、またほかにもいろいろな学生さんが来てますので、コラボした事

業というのもいろいろな学生ともおもしろいかなというふうに思っております。 

 今回のこの県立大学の授業は、単位が出る授業になっていまして、１単位の授

業になっていますので、その点からも学生さん、結構真剣に取り組んでくれてい

るのかなというふうに思っております。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） あわせて、今度は子どものことなんですけれども、子ども

議会開催されていましたが、現状、中断という言い方が適当なのかどうかわかり

ませんけど、行われておりません。本町の児童が自分の町に夢を語る場があると

いうことは非常に我々も心強い限りでありますし、それと同時に、先ほど言いま

したとおり、こういった議場でのやりとりというものの体験が将来のふるさと永

平寺町のまちづくりに目を向けてくれるっていうようなことにもつながるんでな

いかなと思います。大変忙しいということで断念をされているんだろうと思いま

すけれども、ぜひそれの復活も望んでいるわけですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） 本当にこの場に座っていただいて、そして体感するという

のはすごく大事ですし、先ほどの県大の生徒さんたちも緊張して、ああという感

動されて帰られる、そういうことも大事なんですけれども、我々としては、今、

３中学校でやっていたんですけれども、５人ずつ集まっても１５人と、それをま

た調整をしたりとかいろいろ、学校のほうも授業を割いていろいろあったんです
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ね。で、町長さんのほうから、学校へ出向くよと。学校へ出向きますと、生徒会

とか２０人、顧問の部長さんたちも集まったりして２０人ぐらいずつ、そうする

と３中学でやると６０人ぐらいとじかに話ができるんですね。 

 そういう面から考えても、本当に松岡なら松岡中学校区で松岡校区の中での課

題は何かとか、いろんな切実な課題が話できますし、それぞれの学校で切実な課

題が話できますし、町長さんとじかに膝を交えてというか、本当にフェース・ツ

ー・フェースで話ができますので、今の私の考えとしては今のスマイルミーティ

ングのほうがよほど効果があるのじゃないかなっていうようなことを思っていま

して、スマイルミーティングを今後も続けていきたいなという考えでいます。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） それでは、次の質問に移ります。 

 減らないいじめ・虐待。本町の取り組みはということです。 

 ２０１７年、ことしもあとわずかで終わろうとしていますが、ことしも子ども

や青年にかかわる悲惨な事件がありました。子ども虐待、子どもへの暴力、食事

を与えない、家に閉じ込めるなど後を絶たない虐待です。 

 昨年、昨年ですから２０１６年は、全国で児童相談所が対応した件数は１２万

件、ことしはそれを上回るということです。虐待でも心理的なもの、身体的、性

的なものなどがありますが、親が子を虐待する要因は子育てに対するストレスで

あると言われています。 

 その背景にあるのは、貧困問題、例えばシングルマザーで賃金が低く抑えられ

ている人や、子連れで再婚したが、折り合いがうまくいかず、ストレスとなって

虐待するということが多いようです。 

 そこで、本町は子どもの虐待はあるのかないのか、実態は。それと、虐待をど

う発見し、どう子どもを守っていくのか、関係者の連携とともに、それらの取り

組みを合わせてお聞かせください。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 虐待の実態ということでございますが、虐待の関

係の事務については子育て支援課のほうが窓口になってやっております。今現在、

ケース会議として支援の対象になっている案件は１７件ありまして、さまざまな

会議をして支援をしているところでございます。 

 子育て支援課窓口になっておりますが、当然、関係機関、学校、幼児園、警察、

保健センター、さまざまな関係機関と連携をしまして、些細なことでも気がつい
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たことは連絡、通報するとなっております。家庭相談員等が出向きまして処理し

ているんですが、当然、児童相談所、県の福井健康福祉センター等も連携をとり

ながら、そのケース会議等をやりながら支援をしているところでございます。 

 個々の案件についての紹介は控えさせていただきますが、虐待といいますと暴

力的なことをイメージしますが、その暴力的な案件はこの１７件中にはございま

せんということだけ報告させていただきます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） 学校のほうでもいじめ、虐待については、もう認知した段

階ですぐ報告ということになっております。今、２９年度、きょうも福井市の結

果が出てましたけれども、小学校で５件報告がありました。中学校で２件報告が

ありました。保護者を交えて話し合いがなされ、全て解決しているという報告を

受けております。 

 虐待につきましては、身体検査とかいろいろなところであざがあったりとか、

いろいろなところで先生がもしそういうことが少しでも発見された場合には報告

ということで、そういう体罰的な虐待については報告は全く受けておりません。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 昨年、児童福祉法の改正などで予防に力を注がれるように

なりました。そこで聞きたいのは、この１７件、いわゆる虐待の事象があって初

めて動かれているのか、それとも予防という観点でこういうようなケース会議で

すか、そういうような事例になっているんでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 昨年の児童福祉法の改正によりまして、確かに議

員おっしゃいましたとおり、予防というか、その通報体制とか、支援体制につい

て強化されたところでございます。 

 今現在、１７件と申し上げましたのは、そういう通報とかあって実際に家庭に

入りまして、そういう支援が必要というふうになる。当然、支援というのはいろ

んな関係機関、児童相談所とか、健康福祉課などとか、また時には県立大学の先

生のアドバイスもいただくということの会議の中での支援というところが１７件

あるというところで、これはかなり月日もかけての支援をしているところでござ

います。 



 －207－ 

 このほかにも通報があっても、その家庭相談員が出向いて話をして解決する、

こういうケース会議までは至ってないという件数もまたあります。 

 今、１７件と申し上げますのは、当然、家庭の事情とか、そういうことを踏ま

えた上で、当然、いろんな関係機関との連携のもとに支援はしようということで、

今やっているのは１７件というふうにご理解ください。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 今ほどの改正法が成り立って予防ということでありますが、

いわゆる親を支援する、すなわち、例えば母親が１０代あるいは未婚、望まれな

い妊娠、あるいは周囲のサポートがないといったリスクを抱えているようなとき

に、妊娠中から支援していくっていうことが予防であり、先進地はそういうこと

をやっているというふうに聞いております。早い段階で家庭訪問をしながら支援

をしていくということでありますが、そういう体制はまだできてないということ

なんでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 体制といいますか、当然、妊娠になりますと、当

然、保健師がかかわっていきますし、その段階でそういう支援が必要ということ

になれば、子育て支援課と連携をしながらそういう支援をしていくと。それがケ

ース会議に上がるかどうかというのはまた別問題に上げまして、当然、早い段階

で認知をした場合には、些細なことでも認知した場合には連携して支援をする体

制をとっていくということは当然しております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） また、そういう情報の交換などのいわゆるネットワークづ

くりはできているんだろうと思いますけれども、また定期的にそういうような協

議とかということはあるんですか。あるいは、事例が出てきたときに初めて関係

機関が集まって協議するというような仕組みなんでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 児童虐待に関する事務の中での連絡体制といいま

すと、３点ございまして、まず実務者会議というのがございます。担当レベルで

の情報交換する会議がございます。その後、関係団体会議というのがございまし

て、その関係団体の責任者とか、そういう人が集まった会議があります。それは
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年に数回行っております。 

 そういう中で、また別に、当然、連絡体制ということについては、その会議の

場が連絡体制だけではなくって、その担当レベルではもう頻繁に連絡体制とって

いますし、虐待防止というか、虐待のための根本であります些細なことでも情報

を共有し合う、そういうことが大事でありまして、そこで未然に防げるものは防

ぐことを心がけているということでございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 何年か前にＤＶで別れた夫が来たというような事件もあり

ましたし、ぜひ窓口職員も、ある意味、対応をきちっとできるように情報共有を

していただきたいなと思います。 

 それと、県内でことし３月に発生した池田中学校の自殺、本県の教育界に大き

な課題を残したといってもいい事件でありました。担任や副担任による厳しい指

導や叱責が要因と調査委員会が結論づけておりますが、今議会で朝井議員の答弁

で、１０月３日の校長会で出た３点というご答弁をいただいております。すなわ

ち、１、子どもに応じた指導、２、得意な分野を伸ばす必要性、３、保護者との

連携、話し合いというふうに言われておりましたが、ただ、池田中の事件の背景

にあるものは、そのものは何かということがまず必要ではないかなと思います。

教育長は、この池田中学の悲しい事件の背景にはどういったものがあったのかと

いうことをどう認識されていますか。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） 難しいですね。この要因、今、調査委員会の報告ではそう

いう先生がこうだって特定されているんですけれども、やっぱり私自身はいろん

な要因があって、その中の一つがそういうことではなかろうかと思います。 

 そのいろんな要因につきましても個人差もありますし、環境もありますし、家

族の構成もありますし、友達関係もありますし、いろいろあると思うんです。そ

れをやっぱり、今、我々、教師集団も何かこうすればいいんだとか、何か集団的

な思考で全てを考えがち、やっぱり子どもの顔色を見ながら。顔色を見るという

とちょっと言葉的に語弊がありますけれども、やっぱり子どもの様子、子どもの

心の中を見ながら、やっぱりそれに、時にはきついことも言うんだけれども、フ

ォローもきっちりする。何かそういうようなところがちょっと今、先生は一生懸

命やるのはわかるんですけれども、やっぱりみんな一斉にというようなことが余
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りに強過ぎて、そういう子どもには知らず知らずのうちに負担になっていること

が多いのではないか。やっぱり子どもを生き生きとさせる。やっぱり、朝、月曜

日の朝というのは子どもたち、暗い顔して来る子が多いんです。やっぱり宿題が

多かったりということがあったりして、やっぱり宿題なんかも結構子どもたちに

とって負担になっているんです。 

 ただ、宿題、何にもしなくてもいいよっていうことになりますと、これまた問

題ですよね。やっぱり子どもたちには決められたことをきちっとやっていこうよ

という、そういう姿勢も必要ですし、ただ、そればっかりで全てやりなさいとい

っても負担になる子と負担にならない子がいますので、その辺の使い分けをきっ

ちりとして。 

 先ほど朝井議員さんのときにも申し上げたとおりに、子に応じたということと

褒めて伸ばしてあげるということと、できることとできないことをバランスよく

育ててやるというふうなこと、そういうようなことをしっかり先生方がみんな一

緒だという考えではなくて、やっぱりその子その子に応じた手だてをしっかりと

これから手だてをしていかないといけないんじゃないか。 

 これ、本当に難しいんです。もう先生方、今までずっと何十年て教育というこ

とを携わってきて、一生懸命、子どもを何とかして少しでもという気持ちがいつ

も思っているんですね。心の中に。そういうようなことが、それを行き過ぎた指

導って言われますと、先生方も本当にショックだと思うんです。そこら辺のバラ

ンスをしっかりと管理職も気をつけてみていて、やっぱりこれはちょっうと、そ

の子にとっては負担にならないかというようなところを周りの人もみんな見てい

て、そういうようなところでさじかげんをしっかりとしていかないと、今の子と

いうのは本当にもう薄っぺらい氷の上を歩くみたいなところもありますので、こ

れからの教育というのはもうその辺までしっかりと考えていく。特に福井の教育

というのを考えたときに、やっぱり真面目な子ども、真面目な先生、そして一生

懸命子どもたちを少しでも上げてやろうっていう、そういうようなところに裏づ

けされた教育ですので、それが子どもにとってどのぐらい負担になるのか、そう

いうようなところをしっかりとわきまえた指導を今後考えていく必要があるんじ

ゃないかと。 

 我々にとってもすごい、今、考えるべきときに来ているんじゃないかなという

ことを強く感じました。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 
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○２番（滝波登喜男君） 我々は、いろんな調査委員会の報告とか、そういうような

のを見ながら、分析というか、あれをしているんですけれども、福井県は、これ、

調査委員会の一部にもこんなところがあるんですけど、福井県は全国学力調査で

非常にトップクラスっていうところがあると。特に池田町はということに限定を

しておるわけですけれども、池田町は学習塾がないため、池田中では受験対策と

して放課後、夏休みに補修を重ね、教員が生徒に課題を出すことに力を入れてい

たと報告されているんですけれども。 

 また、県議会や県の教育委員会からは学力重視の姿勢や教員の多忙化を指摘す

る声もあるというふうに報道されておりました。本町にはどういったことなのか

なっていう実態はぜひ教育長はわかっているので、それらも照らし合わせて考え

ていただきたいんですが。 

 ただ、今、池田中がやっていること、１つは、全生徒にカウンセリングを受け

るようにしているということ。２つ目には、生徒が相談したい場合、担任以外の

全教職員が話し相手になれるように、そしてそこから選べられるようにしている

と。３つ目に、生徒の個性に合わせた指導についての研修会の実施や教職員間で

の情報共有の徹底をし、再発防止に努めていると。また、宿題については、教員

間でどれだけ宿題を出しているかを共有し、宿題の量を調節できるようにしてい

るという対応策をとっているということであります。 

 まさに、私は対岸の火事ではないとは思っているんですけれども、これらの池

田中の対応について、先ほど校長会での話は３つ出てましたが、やっぱり具体的

にどうしていくんやということがなければ、それは校長会で終わってしまう話で

はないんかなというふうに危惧します。 

 具体的な対策、今やっていること、逆にこれからやろうとしていることが何か

ありますか。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） それを受けまして、校長先生だけの話で終わっては当然だ

めだと思いますので、学校へ持ち帰りまして、現職教育の中でも。やっぱり学校

の中へ行きますと、もう子どもの顔が、先生方みんな浮かんできます。あの子に

はこれはちょっと無理だったねとか、無理に押しつけていたねとか、そういうよ

うな話も聞きます。部活動などにつきましても、ほとんど行けなかった。宿題、

宿題、宿題で、それはやっぱりやめておこうとか、そういう話も聞いていますし、

先生方の超過勤務が１００時間を超えている先生もたくさんいますので、そうい
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うようなところで部活動を改善していこうというような話も今進めていますし、

やっぱり学力、福井県の学力を維持するということで、県のほうもいろいろと手

だてを講じているんですけれども、それでもその子たちを伸ばすためにはそうい

うことも必要ですので、それがだめということでもないんです。そういうことも、

やっぱり子どもを伸ばして上げるということが我々教員の宿命でもありますの

で、そういうことも大事ですので、やっぱりその辺のバランス、どのぐらいまで

その子にとって負担になってないのか、その辺をしっかりと見きわめるというこ

とをそれぞれの先生が自分のクラスの子どもに対してどれぐらい気配りができる

かということだと思います。 

 部活動でもそういうずっと出ないということはやめておこうということで、今、

現実問題やっていますし、宿題なども、例えば５教科ありましたら、５教科１個

ずつ出したら相当な時間になりますので、きょうは何と何とにするとか、今、う

ちの孫も永平寺中学校にいますので、永平寺中学校はもう１日１教科ずつ、そう

いうドリル形式なものをやって、これを確実に、きょうは国語、きょうは社会、

そういうようなものをしっかりとやっていこうというような方向に切りかえてい

ったという話も聞いてますし、各学校で、やっぱり自分たちの学校で子どもにあ

った方向を見つけて、今取り組んでいるところです。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 学力のレベルが常にトップって言われている秋田県。秋田

県でもやっぱり自殺があったというような報道もあります。やはりそちらを重視

するんではなく、今後の指導、個々に合った指導というんですか、そういったこ

とが必要だろうと思いますし、多分、それは人の問題でもありますし、人の数で

もありますね。多分、こういった部分のお金っていうのはなかなか出てこないの

が教育長の頭の痛いところでもあるんかなと思います。 

 ぜひ本町はそういったことがないように、理事者にもお願いをしたいなと思い

ます。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 今、本当に毎回、教職員の働き方についていろいろな皆さん

からのご提案、ご質問をいただいております。町としましても、支援員という形

でいろいろそういったサポートもさせていただきましたり、また先ほどの子ども

議会の話ではないですが、なるべく町のイベントが学校の負担にならないように、

そういったことも今教育委員会と一緒にさせていただいております。 
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 ただ、もう一つ、私たちもしっかり県のほうにも伝えていかなければいけない

のが、もう一度先生のその採用状況、何か自治体のほうに、市町のほうに支援員

とか、そういった形での支援だけではなしに、県の教育委員会も根本的にもう少

し考えてほしいなということもしっかりと要望をしていかなければいけないなと

いうふうに思っております。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 本当におっしゃるとおり、県がそこを考えてやってくれる

のが本来だろうなとは思っております。 

 それでは、最後に、この１年間で、特に衝撃的な事件がありました。それは神

奈川県で起こった白石隆浩容疑者の１５歳から２６歳の男女９名を殺害し、死体

を遺棄した事件であります。 

 その誘いの手口がＳＮＳで知り合った若者を巧みに誘い出し、殺してしまった、

まさに現代若者の生活を象徴するような事件でありました。 

 そこで、小中学生で既にスマートフォンを持っている人、実態は把握できてい

るのか。また、その使い方や、あるいはツイッターで知り合った人とのつき合い

方などの指導などは、そういった指導はされているんでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） 各年々、親が買い与えるものですからね、把握していても

年々ふえているのは事実だと思うんですが、小中学校には持ち込みは禁止してい

ますので、実態については学校ではなかなか把握できないんで、アンケート等で

調べていると思うんですが、年々、もう親が与えているのは事実です。 

 もう六、七年前ぐらいから講習会、研修会、学校、校内での研修会、ＰＴＡの

講習会、そして児童生徒への講習会、もうずっと毎年のように続けてきています。

フィルタリングの仕方とか、保護者に対してもそういう話もしていますし、やっ

ているんですけれども、やっぱり高校生などももう病気のようなもので、もうそ

こから離れられないという現実も聞いていますし、なかなか大変だと思います。 

 先日も永平寺町内のＰＴＡの研修会、それもＳＮＳについての指導ということ

で講習会開いて、保護者と先生対象にやっているんですけれども、なかなか親も

わかっても子どもにまでも行きませんし、子どももわかっいてもついつい手を出

してしまうというようなことで、今、なかなか歯どめはきかないんですけれども、

指導としては精いっぱいやっているのが現状です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 
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○２番（滝波登喜男君） ＳＮＳが１００％悪とは思っておりません。逆に、なかな

か実態はつかめないんかもわかりませんけれども、それでも中には誰にも相談で

きないようなことをスマホでつぶやいて、それに対して支えとなるような言葉で

返して、生きる力を与えられたというような事例も、多分、多々あるんだろうと

思います。 

 今回の事件は本当にまれなことなんかなとは思っておりますが。ただ残念なの

は、顔の見えない人と相談し、生きる力を与えられているというようなことが余

りにも寂しい話であるというふうに思います。 

 現場の苦労は感じるところでありますが、ぜひこういったことがないように努

力をしていただきたいなと思います。 

 答弁ないですよね。 

 ということで、私の質問は終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 以上で、通告による質問を終わります。 

 お諮りします。 

 一般質問はこの程度で終わりたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 これにて一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ４時２３分 休憩） 

────────────── 

（午後 ４時２５分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開します。 

 これをもちまして本日の日程は全て議了しました。 

 本日はこれをもちまして散会したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって散会することに決定しました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 なお、あす６日を休会としたいと思います。 
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 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、あす６日を休会とします。 

 なお、７日は午前９時から本会議を開きますので、ご参集のほどよろしくお願

いします。 

 本日はどうもご苦労さまでした。 

（午後 ４時２５分 散会） 

 


